
＜論 説＞

「両大戦間期の社会立法と政治の経験を顧みれば，一つの特定の社会問題を他の諸問題と切り離

して扱ってみても，到底満足な結果が得られない，ということは明らかである。この経験は，

シーボーム・ラウントリー氏の調査結果によって，強力に支持される。例えば彼は，貧困と住

宅問題との密接な関係を明らかにした」。

Cited from Introduction of R. L. Reiss to B. Seebohm Rowntree, Portrait of a City’s Housing,

n. d. London.

は じ め に

シーボーム・ラウントリー（１８７１～１９５４）は，現在では，一般的に社会調査法や社会福祉論の

先駆者として知られている。しかし，彼の活動領域はきわめて多方面にわたっていた（１）。彼の本

業は，チョコレート・ココア企業の企業家であり，経営者である。彼は，父が発展させたこの企
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業に１８歳で就職し，１８９７年に会社が有限会社になると，その労務担当取締役に就任し，１９２３年

には社長に就任し，１９４１年までその職にあった。企業内において彼は，従業員を「人間らしく

処遇する」ことを積極的に実践し，またその実践を理論化して，イギリス経営学の基礎を築い

た（２）。企業福祉に熱心に取り組むことは，結果的に生産性の向上に帰結する可能性が大きいだけ

に，合理的な行動であり，この時期にも他に実践例があった（３）。しかし，企業家が貧困などの社

会問題に強い関心を持ち続けることは，きわめて特異な事例である。これは彼が，クエイカー教

徒の家庭で育ったことと切り離しては考えられない。

シーボームの父ジョーゼフ・ラウントリーは，企業内福祉政策を進めたばかりでなく，ボラン

タリーなフィランスロピストとして，地元ヨーク市で成人教育運動を推進した。さらには貧困や

失業，ギャンブルや飲酒の撲滅などの社会問題を考察して，その解決策を模索した（４）。息子の

シーボームが父と違っていたのは，社会問題に対する取り組みを地元でのフィランスロピー運動

に止めることなく，それを国家政策の中で具体化しようとしたところにある。彼は国会議員には

ならなかったけれども，大蔵大臣や第一次大戦期の連立内閣で首相を務めたロイド＝ジョージに

よって重用されて，自由党の政策立案に積極的に係わった。１９１０年代においてシーボームが主

に取り組んだのは，土地・住宅問題であり，１９２０，３０年代において主に取り組んだのは，失業

問題であった（５）。本稿においては，その前者，つまり土地・住宅問題へのシーボーム・ラウント

リーの取り組みを，時代状況の中で明らかにし，その意義を明らかしてみよう。

まず，以下の論述の構成について簡単に触れておこう。第１章では，ヨーロッパ大陸諸国の住

宅建設史とは異なるイギリスのそれの特徴といわれるものを踏まえて，住宅事情改善のための民

間の運動を紹介する。その中には，シーボームの父ジョーゼフ・ラウントリーの活動も含まれ

る。第２章においては，シーボームが土地・住宅問題に取り組み始める以前に，どのような問題

がイギリスの住宅事情に存在していたのかを，具体的に検討する。第３章では，第一次世界大戦

終了のころまでのシーボーム・ラウントリーの住宅問題への取り組みを，追求する。その後の

シーボームの住宅問題への論及は，第４章において検討される。

第１章 イギリス住宅問題史の概観

イギリス住宅問題史を概観するためには，その前提となる次のような事実を確認しておく必要

がある。すなわち，１９世紀中葉以後，とりわけ労働者階級の住宅事情の改善が公衆衛生の観点か

ら急務とされるようになったこと。そして，１９世紀中においては，住宅事情改善についての公的

介入が不十分であったがために，民間から改善のためのさまざまな運動が生まれたことである。

第一節 イギリス住宅建設史の特徴

住宅のあり方は，それぞれの社会層によって大いに異なる。近代のイギリスでは，貴族・ジェ
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ントリー，中流階級そして労働者階級という三つの階層からなる社会秩序が存在していた。２０

世紀後半には，教育による階級上昇という要因が加わって，階級間移動が活発になったように見

えるけれども，諸階層の文化的特徴の相違は，言葉遣いなどによって明確に把握できる。住宅建

築についても，貴族，中流階級そして労働者階級の住宅は，デザインやサイズの特徴がそれぞれ

異なっていた。貴族やジェントリーは，一般的には，田舎の広大な敷地を備えた豪邸であるカン

トリーハウスに居住していた。彼らの多くは，国会議員としての公務を果たし，あるいはビジネ

スを遂行するために首都ロンドンに第二の住居をもったが，彼らの生活の基盤は田舎のカント

リーハウスであり，その住宅と土地こそが彼らのステイタス・シンボルであった（６）。

中流層の大部分は，労働者階級と同じく，テラスハウス terrace houseとよばれる長屋式集合

住宅（［図１を見よ］）に住んでいたが，１９世紀には都市郊外のセミデタッチト・ハウス semi-

detached houseと呼ばれる二棟連続式準独立住宅（［図２］を見よ）に住むようになった。それは

私的な庭が付属する住宅であって，中流階級の住宅と労働者階級の住宅との区別は判然とするよ

うになった。中流層にとって，このような住宅は自らの「聖域」であった。それは彼らにとっ

て，家庭生活の安楽ばかりではなく，道徳的方正の要でもあり，世俗のストレスからの避難所で

［図１］ テラスハウス

出典 B. Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, A Second Social Survey of York, London,１９４１. pp.２８０～２８１.
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あり，秩序と安全の拠りどころでもあった。最後に労働者層の住宅は，第一次世界大戦まで大部

分，テラスハウスであったが，両大戦間期には，労働者上層の人々の多くは，都市郊外に建設さ

れた民間のセミデタッチト・ハウスや公営住宅 council estatesに移り住むようになった（７）。

われわれの以下の考察にとって問題なのは，労働者と，それより少し上の階層の住宅事情であ

る。それは，シーボーム・ラウントリーが言うように，「住宅問題と貧困問題は関係しあって」

おり，「裕福な人々にとっては，本当の意味での住宅問題は存在しない」からである（８）。住宅問

題とは，第一に，住むに値する住宅数の絶対的不足である。第二の問題は，住人過密状態 over-

crowdingの広範な存在である。１９０１年当時の国勢調査の基準によれば部屋数の倍以上の人員が

一戸の住宅に居住している状態が住人過密状態と定義されるが（９），住宅不足という状況の中で，

所得の低い人々は余儀なく，過密状態で居住したのである。これが住人のストレスを増加させ，

その道徳的退廃を招くことは，言うまでもない。第三の問題は，住人の健康が脅かされること。

この危険は，通風の悪さ，採光の不備など，安普請住宅そのものの設計の悪さによって，もたら

される。第四は，住宅環境の悪さの問題。具体的には，地域内での住宅過密 overcrowding，上

下水道の不備，洗い場やゴミ捨て場や便所の共同利用などが，住宅環境を悪くさせた。低所得者

の劣悪な住宅が密集している区域はスラム slumと呼ばれるが，スラムはしばしばコレラやペス

トなどの流行病と，犯罪の温床となった。

［図２］ ロンドン，アバディーン・パークのセミデタッチト・ハウス

筆者撮影
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イギリス住宅史を概観して，まず明らかになることは，住宅の保有形態が２０世紀の間に大き

く変化した，という事実である。すなわち，１９世紀においては全住宅の大体９割は民間家主が

所有する賃貸住宅であったが，この住宅保有構造は，両大戦間期以後，一変した。イングランド

とウェールズで両大戦間期に新しく建設された住宅の１９．４％は民間家主が提供する賃貸住

宅，３１．５％は地方行政当局が提供する公営賃貸住宅であり，残る４９．１％は持家であった。すな

わち，両大戦間期には，第一に，地方行政当局が労働者階級に対する新しい賃貸住宅の供給者と

して登場し，第二に，中流層の典型的住宅保有形態として持家が広がり，第三に，民間賃貸住宅

は，全体として，歴史的遺物となったのである（１０）。第二次大戦以後において，全住宅に占める

民間賃貸住宅の比率はさらに低下し，持家と公営賃貸住宅の比率が増加した。

このような変化の結果，今日のイングランドの住宅事情はヨーロッパ大陸諸国のそれとは大い

に異なる特徴を持つことになった。［表１］は椿建也から資料の提供を受けて，作成したもので

あるが（１１），これによって明らかなように，現代のイングランドではフランスやドイツに比べ

て，全ての住宅のなかに占める持家と公営賃貸住宅の比率が高く，民間賃貸住宅と住宅協会賃貸

住宅の占める割合が低い。アン・パウアーによれば，「他の諸国では，国家と民間セクターの緩

衝として，民間家主へのコントロールと補助が行われ，半民間住宅組織が奨励された」（１２）。しか

し，イギリスではそのような展開は見られなかった。１９８０年代に「不動産所有者民主主義」を

推進するサッチャー政権の持家奨励政策によって，多くの公営住宅が廉価で賃借人に販売され

て，持家所有者の比率が増加したことからもわかるように（１３），住宅事情を決定的に左右するの

は政府の住宅政策なのである。

第二節 住宅事情改善のための民間運動

住宅供給のあり方を決定する基本的な要因は中央政府の住宅政策である。しかし，労働者住宅

の供給・確保が政府の義務である，と考えられるようになるのは，第一次世界大戦が終結する

１９１９年の「住宅・都市計画法（アディソン法）」以後のことであり（１４），それ以前の諸政府は，住

宅問題に対症療法的に対処しようとしてきたに過ぎない。第一次大戦以前においては，住宅は基

本的に民間の住宅建設業者が供給してきたのであるが，市場の原理に従って住宅供給が行われて

［表１］ ヨーロッパ諸国の住宅保有形態１９９０年，１９９１年（単位％）

持ち家 公共賃貸 民間賃貸 住宅協会

イギリス ６６ ２２ ９ ３

フランス ５３ １ ３０ １６

統一ドイツ ３７ ０ ３８ ２５

デンマーク ５８ ３ ２１ １８

出典 イギリス（連合王国）については，Central Statistical Office, Regional Trends, １９９５edition, London,
HMSO,１９９５, Table６.１,６.２. その他については，A. Power, Havels to High Rise, London,１９９３. Table１.１. これ
らについては，椿建也教授から資料の提供をいただいた。
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いる限りでは，先に述べたような住宅問題は緩和されない。このような状況の中で，民間人や彼

らが所属する民間団体が，限定的ではあるが，政府の住宅政策の不備を補い，あるいは政府と方

行政当局の住宅政策に直接・間接に影響を与えた。イギリス住宅事情改善の推進者たちのなかに

は，住宅組合，企業の雇用主，「５％フィランスロピー」の組織，田園都市運動などがある。以

下，それらの特徴をまとめて示す。

まず，住宅組合 building societyは，相互扶助を目的として職人や上層労働者が結成した協同

組合の一種で，持家住宅購入資金の融資に特化した組織であった。住宅組合は，当初はいずれも

当座組合であった。例えば融資額が１２０ポンドで会員数が２０人の場合，組合員は週２シリング

６ペンス，つまり年に６ポンドを拠出する。そうすると１年後には１名の会員への融資が可能と

なる。融資を受けた会員は，拠出の外に，それと同額の返済をすることになる。その１年後に

は，新たにもう１名が融資を受ける。こうして，１５年後には全会員が融資を受けて当初の目的

が果たされるので，住宅組合は解散するのである。しかし後には，より柔軟な継続組合の組織が

発展した。すなわち，住宅組合は会員以外から融資を受けることによって，融資時期，すなわち

会員の入退会の時期を柔軟に変えることができるようになった。このような継続組合は，金融機

関の一種に成長していった（１５）。

次に，産業革命期に，特に山間僻地に立地する多くの企業の雇用主が，労働者を職場につなぎ

とめるために，労働者に無償で住宅を提供した。［図３］は，マンチェスター郊外のスタイアル

で綿紡績業企業家グレッグ家が建設した労働者住宅である。ドーントンによれば，ランカシアー

綿工業主のうちで労働者住宅を提供したのは６分の１にすぎず，必ずしも一般的ではなかっ

た（１６）。しかし，エドワード・アクロイドが１８５９年以後ハリファックスに建設したアクロイド

ン，タイタス・ソールトが１８６３年以後ブラッドフォードに建設した工場村ソルテア，ウィリア

ム・リーヴァが１８８８年以後マージーサイドに建設したポート・サンライトなどは，緑豊かな住

環境を労働者に提供したものであり，その意味で，のちの田園都市運動に影響を与えた。

第三に，「５％フィランスロピー」が労働者用住宅建設に大きな役割を果たした。これには，

大まかに言って，二つのタイプがあった。一つは，職人・労働者・一般住宅会社 The Artisans’

Labourers and Industrial Dwelling Company（１８６７年創立），イースト・エンド住宅会社 East End

Dwelling Company（１８８４年創立）などの株式会社形態のモデル住宅で，年率５％以下の配当を保

証して出資を募り，これを基金にして都市中心部に中層集合住宅multi-storey tenement flat形式

の良質な集合住宅を建設して，労働者に低廉な家賃で賃貸するものである。フラットとは，日本

のアパートやマンションに似た石造集合住宅である（［図４］を見よ）。もう一つのタイプは，富豪

篤志家が寄付した基金を財源とする住宅供給財団 trustである。「５％フィランスロピー」の慈

善団体は，いずれも４～５％の配当を続けたので，経営的に成功し，ロンドンでは約３万家族

の１４万７千人が，その恩恵を受けた（１７）。

後者の例として最初のものは，ジョージ・ピーボディー（１７９５～１８９９）が１８６４年に１５万ポン
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ドを投じてロンドンで創設したピーボディー財団 Peabody Trustである。これは，現在では１万

軒以上の住宅を管理している。また，ビール醸造業者エドワード・C・ギネス（１８４７～１９２７）がロ

ンドンの貧しい労働者の生活条件を緩和するために，２０万ポンドを拠出して設立したギネス財

団 Guinness Trustも，その後の基金の増額を経て，現在１万軒以上の住宅を管理している。さ

らに，銀行家サミュエル・ルイス（１８３７～１９０１）はその遺言により，ロンドンの貧民のための低

家賃住宅提供のために４０万ポンドを提供した。サミュエル・ルイス住宅財団 Samuel Lewis

Housing Trustは，１９６０年までに２２６０のフラットをもつ八つの住宅団地を建設していた（１８）。富

豪篤志家が設立した住宅供給財団として断然規模が大きいものが，ウイリアム・サットンが

１９００年に遺言によって設立したウイリアム・サットン模範住居財団 Sutton Model Dwelling

Trustである。彼はロンドンで運送会社，ビール醸造業，地所開発などで財を成し，２００万ポン

ドの遺産全額をこの財団に投じた（１９）。

富豪篤志家の住宅供給財団のなかで，規模が小さいながらも，歴史的意義の大きさから，特筆

に価するものが，ボーンヴィル村落財団 Bournville Village Trustと，ジョーゼフ・ラウントリー

村落財団 Joseph Rowntree Village Trustである。これらは，いずれも企業家が建設したものであ

るが，単なる労働者村とは違って，入居資格を社外の一般市民に開放した。またその建設は，同

じ時期に展開した田園都市運動から影響を受け，また逆に，田園都市運動に影響を与えながら進

［図３］ スタイアルの工場労働者用住宅

筆者撮影
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展していった。

クエイカー教徒であり，バーミンガムにおいてチョコレート製造業を営んでいたジョージ・

キャドベリーは，都市郊外に広大な土地を購入して新しい工場を建設し，さらに１８９５年以後そ

れに隣接する田園村落の建設に着手した。１８９０年には土地と建物を管理するボーンヴィル村落

財団が創設された。創設時には，３３０エーカーの土地に３１３戸の住宅が存在した。住宅の多くは

賃貸住宅であり，キャドベリーは入居資格を一般市民に広げた。実際，キャドベリー社の従業員

は全借家人のうちの４割に過ぎなかった。また，緑豊かな住環境が保証され，住宅建蔽率は

２５％以下で，残り７５％以上の土地は庭園として利用された。しかし，このようなコンセプトの

ために家賃を高く設定せざるを得ず，基本タイプの家の家賃は週８シリングであったが，これは

貧しい労働者には負担できない金額であった（２０）。ジョーゼフ・ラウントリーは同業者として，

また同じクエイカー主義を奉じる者として，ジョージ・キャドベリーと極めて親しい関係にあっ

た。だから，ジョーゼフ・ラウントリー村落財団が管理したニュー・イヤーズウィック田園村落

は，ボーンヴィルとほぼ同じ理念で建設された。後の行論との関係では，その住宅団地の設計に

レイモンド・アンウィンが係わったことと，シーボーム・ラウントリーが田園村落の建設とその

管理に係わったことが，重要である（２１）。

第四に，イベネザー・ハワードの独創による「田園都市」がある。彼は「田園都市」設立の構

想を１８９０年に発表し（２２），翌年にはこれに賛同する１２名によって田園都市協会が結成された。

［図４］ ロンドン，アバディーン・ロードの現代的フラット

筆者撮影
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田園都市協会は１９０１年にはボーンヴィルの G・キャドベリーの屋敷で，翌１９０２年にはW・

リーヴァのポート・サンライトで会合を開き，会員を増やしていった。１９０３年には第一田園都

市の建設場所をレッチワースに決定し，第一田園都市株式会社を設立し，翌年にはパーカーとア

ンウィンを建築設計技師に選任した。

「田園都市」は５％フィランスロピーの変種であるともいえる。すなわち，出資者を募って，

低利の配当を保証する株式会社を設立し，この株式会社が広大な農地を購入して，開発する。

「田園都市」は単なる住宅団地ではなく，住民を雇用する企業や工場，また住民に便宜を提供す

る商店街や公共施設を備えた３万人規模の住民からなる一つの自己完結した都市として構想され

た。１エーカーにつき１２戸以下という基準で住宅が建設されたため，住宅地は十分な空間を

保った緑豊かなものであり，住宅自体も採光や通風に配慮した，健康的でゆったりとしたもので

あった。土地はすべて田園都市株式会社の所有物で，住民はすべて借家人であるが，住民は自治

組織を形成した。土地開発の結果として地価が上昇するので，田園都市株式会社が企業や借家人

から徴収する地代も上昇する。その利益は田園都市株式会社によって，更なる田園都市の開発の

ために使われる予定であった。しかしながら現実には，企業を誘致することも，出資者を増加さ

せることも困難であり，レッチワースの人口は１９１１年においても８千人に満たなかった（２３）。

田園都市運動は，歴史的には全体として，田園郊外 garden suburb建設と同化して，第二次大

戦後の労働党政権によるニュータウン建設に連なっていった。「田園郊外」の嚆矢となったの

は，レイモンド・アンウィンが設計にあたったロンドンの北辺の「ハムステッド田園郊外」であ

る。「田園都市」が工場や商業施設を都市内に持ち，「働きつつ住む」機能を持つ総合的な町であ

るのに対して，「田園郊外」は一種のベッドタウンであり，両者の性格は基本的に異なる（２４）。し

かし，緑豊かな空間の中に健康的でゆったりとした間取りの住宅を比較的安価に提供するという

点では，両者の間には明瞭なつながりがある。

以上のような民間の組織や運動のなかで，（リーヴァ，キャドベリー，ラウントリーらの）企業家に

よる模範的村落，レッチワース田園都市，および田園郊外の開発は，ほとんど同時に１９・２０世

紀交の時期に始まった。またこれらは，簡素で標準化された健康的で充実した住宅施設を，空間

的ゆとりのある緑豊かな環境の中で提供するという基本理念においても，共通していた。した

がって，スウェナートンはこれら三者を広い意味での「田園都市運動」として一括する。イギリ

ス住宅供給の歴史においてきわめて重要なことは，「田園都市運動」の基本的な理念が，第一次

世界大戦末期の「英雄にふさわしい家」の設計に受け継がれて，戦後において具体化された，と

いう事実である。この過程において，建築家であり社会思想家でもあるレイモンド・アンウィン

や，我が B・シーボーム・ラウントリーは決定的に重要な役割を果たしたのである（２５）。

B・シーボーム・ラウントリーと住宅問題 9



第２章 第一次世界大戦までのイギリス住宅問題

１９００年に，フェビアン協会の中心人物であったシドニー・ウェッブは，住宅問題についての

書誌的展望の中で次のように書いた。「貧しい諸階級の住居の過密状態 overcrowdingと一般的不

衛生は，住み替えの問題とともに，イングランドにおいて１８３８年前後以来ほとんど絶え間なく

議論されてきたトピックスであった」（２６）。イギリス産業革命は１８世紀中ごろから１９世紀中ごろ

までに展開したといわれるから，イギリスでは住宅問題は工業化社会の成立とともに出現した，

といえるだろう。住宅問題に密接にかかわる最初の公衆衛生法は１８４８年に成立し，最初の労働

者階級住宅法（シャフツベリー法）は１８５１年に成立した。

それ以後，１９１９年アディソン法成立までの７０年もの長い期間を，１８９０年前後を境にして二つ

の時期に分けてみよう。大まかに言えば，１９世紀の末までは政府は，住宅問題をもっぱら公衆

衛生の観点から捉え，都市スラムの撤去を中心課題とみなしていたが，世紀末までには，住宅問

題が都市と農村の貧困生活と密接なかかわりを持つ深刻な社会問題であることが，理解されるよ

うになった。このような意味で特筆すべきは，１８８８年「地方政府法」によって地方議会 County

Councilが設立され，１８９０年「労働者住宅法」によって，公営住宅建設についての地方政府の権

限が明確化されたことである。それ以後，両大戦間期の住宅建設ブームを準備することになる住

宅事情改善のため動きが，中央政府と地方政府によって，具体的なレヴェルで少しづつ展開して

いった。

このような捉え方にしたがって，本章では第一次世界大戦までのイギリス住宅史を，１８９０年

ごろを境に二つの時期に分けて考察する。また，貧しい諸階級の中には，農村労働者と都市労働

者がおり，それぞれの住宅問題は異なった問題をはらんでいた。わが国では，１９世紀後半にお

けるイギリス農業労働者の住宅問題は，ほとんど取り上げられてこなかった。以下ではまず，１９

世紀末までのイギリス農業労働者の住宅問題を，次に，同じ時期のイギリス都市労働者の住宅問

題を，そして最後に，１９世紀末以後の時期に視点を移し，住宅問題の展開を検討していく。

第一節 農村の労働者住宅

イングランドとウェールズの総人口は，１８５１年から１９１１年までの６０年間に，約１，８００万人

から約３，６００万人に倍増した。ところが，農業労働者数は，その同じ期間に倍増するどころか，

約９７万人から６３万人へと約３分の２に減少した。これは，農業労働者やその家族がアメリカ合

衆国や植民地に移住し，あるいは農業を捨てて都市に出て労働者やホームレスになっていったた

めである。農業労働者は，大きく分けて農場奉公人 farm servantと日雇労働者 day labourerから

成るが，バーネットによれば，両者が受ける待遇には明瞭な格差があった。前者は，主に家畜に

かかわる仕事をする基幹労働者であり，１年毎の契約を結んで借地農民 farmerに雇用されて，
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農業労働者としての通常賃金の他に，週１ないし３シリングの特別手当を得，借地農民が地主か

ら借り受けた一戸建農家 cottageを無料で利用できた。他方後者は，主に農作業に従事し，週単

位あるいは日単位で雇用された。彼らの雇用はきわめて不安定であり，特に冬季に仕事を失う可

能性が高く，また農業の機械化によって彼らの雇用機会は次第に奪われていった（２７）。

日雇労働者の住宅事情の困難さは想像に難くないが，しかし，農場奉公人の住宅事情も不安定

であった。彼らが利用した一戸建農家は「紐付き農家 tied cottage」であった。すなわち，借地

農民の温情によって与えられるものであるから，農業契約が解消されると農場奉公人は直ちに，

すなわち２週間以内にこれを立ち退かなければならなかった。１８９９年に『デイリー・ニュー

ズ』紙の特派員として農村労働者の住宅事情を調査したクレメント・エドワーズは，借地農民が

農場奉公人との契約を一方的に解消することができ，現実に７年間に９名の異なった農場奉公人

がつぎつぎに同一の「紐付き農家」に住んだ例を紹介している。したがって農場奉公人は，農家

の庭で野菜や果実を栽培することがめったに無い，といわれた。借地農民と農業奉公人の間に，

信頼関係が存在しなかったからである。「仕事から放り出されれば，家からも放り出されるぞ

（Out of job, out of houses）」というのが，農場奉公人が口癖にする警句であった（２８）。

他方，日雇農業労働者の住宅事情，特に「囲い込み」enclosureが進展したミッドランドやイ

ングランド南部で広く見られた住宅事情は，農場奉公人のそれよりも，もっと悲惨であった。

ゴールディーによれば，農村社会の伝統によって，元来，農業労働者は借地農民の住宅に寄食し

ていた。しかし１８世紀はじめごろから，社会の中流層としての借地農民は，家族のプライバ

シーを尊重するようになり，農業労働者を自宅から追い出して，その代わりに，彼らに農場内で

の自宅建設を許した。しかし，１８世紀末以後，とりわけ１８３４年「改正救貧法」の成立以後，地

主は，自分の所有地が存在する閉鎖教区 closed parishから日雇農業労働者を，隣接する解放教

区 open parishに追いやるようになった。閉鎖教区とは，「囲い込み」によって地主が大規模な

土地を所有しているタイプの教区であり，解放教区とは，小規模な土地を所有する地主が数多く

存在するタイプの教区である。救貧税は教区単位で土地所有者に課税されるので，地主は救貧税

負担を軽減するために，日雇農業労働者の追放を図ったのである。ここから，農村スラムが発生

した（２９）。ゴールディーによれば，「農村スラムは，ヴィクトリア統治期の最初から最後まで，存

在していた」（３０）。

枢密院保健官medical officerによる１８６０年代の全国の農業労働者住宅についての公式調査

と，同時期の幾つかの非公式調査を検討したバーネットは，「１８６０年代の農村住宅の状況は，良

い住宅，悪い住宅，そしてすさまじく酷い住宅のつぎはぎ状態であった」（３１）とまとめている。開

明的な地主が，閉鎖教区の中で農場奉公人のために模範的農家を建設する例も少なからず見られ

たが，多くの農家は劣悪な状況であり，また，泥の壁と藁葺き屋根で造られた倒壊寸前の農家も

多く見られた（［図５］を見よ）。

１９００年にクレメント・エドワーズは，農家の最悪の状況を，次のように描写した。屋根は藁
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葺きだが，定期的に藁を取り替えることをせず，単に屋根に新たな藁を載せるだけなので，屋根

は１メートルもの高さになるが，雨漏りが防げない。古い藁は腐敗し，屋根の上には植物が育

ち，その中には，ねずみなどの小動物の巣ができる。壁は泥を固めただけのものなので通風が悪

いが，破れた窓ガラスが風通しを良くしてくれる。窓枠の中に紙やぼろ屑や本が詰め込まれてい

ることもある。床は間口より数インチ低くて，土か砂岩でできており，居間の天井の高さは６

フィート程度と低い。大部分の農家には寝室が２室あるが，寝室が一つしかない農家も少なくな

い。また，多くの農家には２家族以上が住み込んでいる。衛生上特に問題なのは下水道の不備で

あり，調理時に出る汚物や生ごみは，溝や戸外共同便所や，あるいは土に掘った穴に捨てられ

る。エドワーズは，このような農家の状況を「豚を飼うにも適さない」と表現している（３２）。

農業労働者住宅の劣悪な状況の最大の原因は，農業労働者の低賃金にあった。１８７２年には農

業労働者同盟 Agricultural Labourers’ Unionが中部ウォーリックシャーの労働者の最低賃金とし

て週１２シリングを要求したが，同年の公的調査によれば，西南部ドーセットシャーの農業労働

者の平均賃金は週１０シリング４ペンス，北部ダラムのそれは週２０シリング６ペンスで，全国平

均では１４シリング８ペンスであった（３３）。農業労働者の低賃金を前提にすれば，彼らから徴集で

きる家賃はせいぜい週１シリング６ペンスから２シリング６ペンス程度だが，これでは建築業者

［図５］ 典型的な農業労働者住宅の例（窓が小さく，通風が悪い。藁葺き屋根は煙突の下で破損している）

出典 William Savage, Rural Housing, London,１９１５. frontispiece.
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や投資家が通常要求する年８～１０％の利潤を得ることは，とうてい不可能であった（３４）。した

がって，農業労働者用の賃貸住宅は，造られたとしても，きわめて劣悪なものに限られた。した

がって，多くの農業労働者は，泥と藁で住宅を自分で建設し，あるいは他の労働者が打ち捨てた

廃屋に住んだのである。

すでに１８６０年代には，悪い住宅環境が農業生産性の低下を招き，低化した農業生産性が農業

労働者の賃金を押し下げ，その住宅環境を悪化させる，という悪循環の存在が指摘されていた。

市場法則に任せるままでは農業労働者の住宅問題が改善されないことは，すでに明らかであっ

た。しかし，農業労働者の意見が世論を動かすようになるのは，１８８４年の第三次選挙法改正以

後のことであった。都市の住宅問題について大きな意義を持った１８９０年「労働者階級住宅法」

は，農村の住宅問題に関係する部分がほとんどなかった。しかし，１９０９年「住宅・都市計画

法」は，地方行政当局に対して農村住宅の体系的な調査を義務づけ，土地強制収用権を与えた。

また，公共事業委員会 Public Works Commissionersからの低利融資を得て地方当局が農村住宅

を建設することを奨励した。同法は更に，地方政府が上記の施策を実行するよう指導・強制する

権限を，中央の地方行政庁 Local Government Boardに与えた。この意味で同法は，国民の住宅

問題に政府が直接に関与する仕組みのさきがけとなった（３５）。

しかしながら，地方行政当局の実権を握る地主たちが抵抗したため，現実には，農村における

住宅建設は遅々として進まなかった。シーボーム・ラウントリーが中心となって実行した１９１３

年の全国的な農村部土地調査の報告によれば，全国の約２，７００の教区のうちの約半数で住宅が不

足しており，不足数は約１２万戸に達していた（３６）。バーネットによれば「第一次世界大戦が『英

雄にふさわしい家』を一つの政治的争点にする以前に，すでに事情に通じた観察者にとっては，

国家の直接的介入と巨額の財政支出なしには，農村の住宅問題は解決されないことは，明らかで

あった。農業労働者の住宅問題は，ほとんど意図せざる結果として，無限に巨大な展望と意味合

いをもつ，一つの国家的住宅政策への道を準備することになったのである」（３７）。

第二節 都市の衛生環境問題と労働者住宅

イングランドとウェールズの都市部の総人口は，１８５１年から１９１１年までの６０年間に，約９７０

万人から約２，８５０万人へと３倍に増加し，対総人口比は５４％から７９％に増加した。イギリス全

体としてみれば，１８５０年から１９１４年までの間の住宅供給増加率は人口増加率を上回ったが，人

口の大都市への集中が激しく，このことが大都市の家賃を上昇させた。H・W・シンガーの研究

によれば，１８４５年から１９１０年までのあいだに，家賃は全国平均で１．８５倍に増加したが，とり

わけロンドンのような大都市の家賃は急増した。その結果，大都市で住人過密状態が発生した。

国勢調査の結果を基にすれば，１８９１年にはイングランドとウェールズの総人口の１１．２％が，住

人過密状態の中で暮らしていた（３８）。住人過密の酷さと死亡率，特に乳児死亡率の高さには，明

瞭な相関関係があった（３９）。また，農村から都市部への絶えざる人口流入が，都市地域内での住
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宅過密，したがってスラムの問題を発生させたのである。

ところで，なぜ１９世紀においては大部分の人々が，持家ではなく，賃貸住宅に住んでいたの

だろうか。安価な住宅建材が２０世紀はじめに開発されて，住宅の大量生産が開始されるまで

は，住宅を所有することは合理的でなかった。ギャリモアの研究によると，１８７０年代に一戸建

て住宅 cottageを１４年間の抵当権付で購入するためには，３０ポンドの手付金と，週４シリング

４ペンスのローンの支払い，さらには適宜の維持修繕費を負担することが必要であった（４０）。他

方，借家料は一般的に建築費の２０分の１を１年間で徴収する，というレヴェルで設定されてい

た（４１）。中流階級にとってもさえも困難な持家購入は，収入が不安定な労働者にとっては，ほと

んど考慮の余地がなかったのである。

もちろん，住宅組合に定期的に拠出金を積み立てられるほどの収入を持つ上層の労働者は，郊

外に一戸建てを持つこともできたが，大部分の労働者は二階建ての長屋式住宅であるテラスハウ

スを賃借していた。テラスハウスは，賃貸市場を見込んだ小規模な民間建売業者（これは private

buildersとか，軽蔑的に speculative buildersと呼ばれた）によって建設され，ブチブル家主がこれを購

入して，ふつう１週間単位で賃貸し，賃貸物件の管理は家主自身が行なった。イギリスの都市化

と工業化の進展の中で，プチブル家主グループが登場したのであり，彼らは小規模な事業家，商

店主，居酒屋の主人などで，老後の不労所得の源泉として住宅を購入した。ドーントンによれ

ば，賃貸用住宅は遺産５千ポンド以下のプチブル層に特徴的な投資対象であった（４２）。

人口流入と家賃の高騰によって都市中心部の代表的建築となったテラスハウスは，スレート屋

根とレンガで作られ，直接道路に面して縦横に建てられ，その裏側には中庭 courtyardが造られ

た。中庭には，住人の共同利用に供する便所，ゴミ捨て場，洗濯所，洗面所の施設が設置され

た。中庭は，住民のコミュニケーションの場として利用されたが，他方，衛生，風紀，治安と

いった観点からは危険性をはらむ建築構造であった。二階建て長屋形式の住宅の中でも，建物を

垂直に区切って，背中合わせの狭小住宅を連ねた形になったものは，バック・トゥ・バック・ハ

ウス back-to-back houseと呼ばれた。バック・トゥ・バック・ハウスは，住宅内の通風が遮られ

る構造であり，衛生面で大変問題があった。また都市には，安普請家屋建売業者 jerry builders

が提供した欠陥住宅が多数存在することも，知られていた（４３）。

このような住宅は，公衆衛生の観点から公的規制の対象となった。１８４８年には最初の公衆衛

生法が成立したが，１８５１年に成立した最初の住宅法である「労働者階級宿泊住宅法 Lodging

Houses Act（通称シャフツベリ法）」は，過密住宅の建設を禁止し，建築の最低基準を規定した。

１８６８年に成立した「職人・労働者階級住宅法（通称トレンズ法）」は，居住に適さない住居の取り

壊しを地方行政当局が行うことを可能にした。１８７５年に成立した「職工住宅改良法（通称クロス

法）」は，スラム地区全体の除去と再建の強制権を地方行政当局に与えた。しかしながら，地方

行政当局は，欠陥住宅や不衛生な過密住宅の取壊しの実行に消極的であった。また，住宅を取壊

された住民のための住み替えの手当てが行われなかったので，撤去されたスラムとは別の場所に

14 商 経 論 叢 第４３巻第２号（２００７．９）



新たなスラムが発生する，という状況が生まれた（４４）。

政府による住宅規制が本格化するのは，１８７０年代である。１８７１年には「地方行政法」によっ

て地方行政庁 Local Government Board（以下，LGBと略記）が設立され，１８７５年には，従来の公

衆衛生法規を集大成した「公衆衛生法 Public Health Act」が成立した。同法は地方行政当局に，

当該地区の衛生・住宅状況を管理する権限を与えた。特にその１５７項は，新設される街路のレイ

アウトや広さ，新しい建物の周辺スペースや衛生環境についての独自の条例を作る権限を与え

た。さらに１８７７年には LGBが，「住宅に関する地方条例のモデルmodel by-laws」を作成して，

地方行政当局に示した。その中では，１００フィート以上の長さの新しい街路の幅は３６フィート

でなければならないとか，新設の住宅には必ず１５０平方フィート以上の屋外占有空間が裏手に確

保されなければならない，などの項目が含まれていた。これ以後，イングランド各地で，地方行

政当局が作成した条例の基準に即した住宅，いわゆる条例住宅 by-law housingが民間建設業者

によって建設された（４５）。

ドーントンによれば，「条例住宅は１８７５年公衆衛生法と第一次大戦までのイングランドの市街

を特徴づけるものであり，犯罪や疫病から守るために市街の巡回検査を容易にするという公権力

の要請を反映していた」（４６）。条例住宅は室内が広く，天井が高く，ガスや水洗トイレの完備を特

徴とするなど，従来の長屋式住宅よりも質や設備の点で優れたものであった。条例住宅は主に都

市郊外で建設されたが，低運賃の通勤列車の導入など通勤手段の改善が行われたので，いわゆる

「下層中流階級」の人々がこれを賃借した。バーネットによれば，１８８０年から１９１４年までのあ

いだに郊外に移住したのは，年平均で約１万３千家族であった（４７）。郊外の条例住宅は低密度で

建設され，街路がすっきりと広かったが，住宅地に緑が少なく，景観的に単調で退屈な光景が，

広い街路に沿って延々と続くことになった。ギャスケルによれば，このような景観を嫌って，住

宅環境の改善を求める機運が，１９世紀末のいわゆる「田園都市運動」を生み出したのであ

る（４８）。

第三節 １９世紀末以降における住宅問題の展開

１９世紀第４四半期において都市郊外での条例住宅の建設が進んだが，その恩恵に直接にあず

かったのは，下層中流階級であり，労働者階級ではなかった。労働者階級の住宅問題，特に住人

過密・住宅過密 overcrowdingとスラムの解消については，１８９０年ごろまで，目立った進展は見

られなかった。識者にとっては，それらの改善に政府の積極的な介入が必要なことは明らかで

あった。１８８４年に召集された「労働者階級向け住宅に関する王立委員会」は１９世紀の都市住宅

問題を総括する報告書を公表し，急増する需要に見合う安価な賃貸住宅の供給が不足している実

情を明らかにした。世論の高まりを背景として，労働者住宅問題への政府の本格的な介入が

１８９０年ごろに開始される。

まず，１８８８年「地方政府法」によって州議会 County Councilが設置され，翌年にはロンドン
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地方議会 London County Council（以下，LCCと略記）と複数の都市地区議会 Urban District Coun-

cilが設置された。１９世紀の住宅法規を集大成した１８９０年「労働者住宅法」の第三部は地方議会

に対して，市域内の土地を強制収用し，新規に公営住宅を建設する権限を与えた。そして，１８９３

年には LCCによってイギリス最初の公営住宅が建設された。LCCにおいては，新興のフェビア

ン社会主義者が，保守勢力と対抗しつつ論陣を張った。彼らは，例えば，交通機関やガス産業な

どの公益事業を公営化するための運動を展開した。社会主義運動を全国レヴェルで展開して，最

終的に公益事業と土地を国有化することが「都市社会主義」者の目標であったが（４９），彼らはま

ず，住宅建設の公営化を要求した。

この時期の「都市社会主義者」の住宅問題についての姿勢は，例えば，１９００年３月１日にロ

ンドンで開かれた「住宅問題協議会」における LCC議員たちの報告から，読み取ることができ

る。まずW・トムスンは，新しいスラム地区の発生と増加を食い止めることが都市住宅政策の

最大の課題であるとし，そのために公衆衛生法（この時点では１８９１年法が最新）に基づく諸条例と

１８９０年労働者住宅法の諸条項を速やかに実施することが必要であるとする。現存するスラムの

除去のためには，地方自治体の行政当局の権限を強化するための新たな立法措置が必要である。

具体的には第一に，郊外に転居した中流階級の人々が住んでいた街区を購入して，労働者用の住

宅を開発する権限，第二に，街区改良のために，スラム地区の地主たちによる財団形成を強制す

る権限，第三に，労働者用公営住宅建設のために，行政管区外の農地を強制収用する権限などで

ある。これらのうちでトムスンが最も重視するのは第三点であり，彼は，都市自治体が都市郊外

に公営住宅を建設して，住民を郊外に誘導することこそが，現在の問題を改善する唯一の現実的

な方策である，としている（５０）。

「住宅問題協議会」におけるランダーの報告は，住宅問題に対する LBGの考え方を批判して，

現行諸法が地方自治体による住宅建設推進を阻害している，と主張する。ランダーの主張の中で

最も印象的なのは，地方自治体が入札を通して民間建設業者を選定して住宅建設を行わせる方式

を改めて，地方自治体自身が建築事業部を設置して，住宅建設を行うことを許すべきだ，という

主張である。そのほうが良質で安価な住宅を提供できる，というのである。ランダーはその他

に，①地方自治体による土地収容を円滑に行うための制度簡素化，②地方自治体が建設する住宅

のデザインの規制緩和，③行政管区外の土地に地方自治体が住宅を建設する権限の認可，④公的

住宅建設ローンの返済期間を（建物について８０年間，土地について１００年間に）延長すること，など

を要求している（５１）。

また同じ協議会におけるドッドの報告は，自らの立場を「社会主義者の観点」と明示しなが

ら，トムスンやランダーと同じ論点をやや詳細に説明している。他の２名の報告に見られない論

点は，LBGがピーボディー住宅供給財団などの都心での中層集合住宅の建設を「モデル住宅」

として許可していることに対する批判である。ドッドによれば，中層集合住宅自体が住宅過密状

態を出現させている。例えば，ピーボディー住宅に住む人々の死亡率は，ロンドン全体のそれよ
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りもわずかに高く，田園地区 country districtsに住む人々のそれよりはるかに高い。ドッドによ

れば，新鮮な空気と緑のあふれる農村の地価は都心部よりもはるかに安いので，貧しい人々を対

象とする公営住宅を地方自治体が郊外の田園地区に建設するべきである。また自治体は，労働者

の通勤のために，郊外と都心を結ぶ安価で高速の通勤手段を提供するべきである。郊外の公営住

宅に中流階級の人々が移り住むことになるならば，中流階級が立ち退いて空き家となった住宅

に，下層階級の人々が移り住むことによって，都市の住宅事情が緩和される。また地方自治体

は，住宅建設からの直接の利益を求めるべきではない。公的機関から長期融資を得て建設を行

い，良質の公営住宅を低家賃で提供することに鋭意努力すべきである（５２）。

以上のように，「都市社会主義者」の主張の根幹は，都市住民のために自治体自身が公営住宅

を都市郊外に建設するという考え方にあった。公営住宅建設は両大戦間期には住宅政策の主流に

なるのだが，第一次大戦以前においては，公営住宅はあくまでも住宅建設の様々な選択肢の一つ

に過ぎなかった。最近の論文において椿建也が明らかにしたように，第一次大戦直前において

は，公営住宅よりは「むしろ，住宅協同組合方式の，田園都市路線による郊外型住宅地の開発

が，住宅改革の方向性を指し示していた」（５３）のである。１８９３年の「労働者共済組合法 Industrial

and Provident Societies Act」の趣旨も，地方自治体ではなく，民間のフィランスロピーの活力を

引き出すことにあった。これは，年配当率を５％以下に抑える（住宅供給トラストを含む）住宅供

給会社を「公益事業団体 Public Utility Societies」として登録させ，公益事業団体に対して公共

事業融資庁 Public Works Loan Boardが当初資本の半額までを，低利融資することとしたのであ

る（５４）。

公営住宅方式によらずに田園郊外型住宅開発を行なう「都市計画構想」は，例えば馬場哲に

よって詳細に分析された J・S・ネトルフォールドの主張に見て取れる（５５）。１９０１年にバーミンガ

ム・カウンシルで新設の住宅委員会委員長に就任したネトルフォールドが都市自治体による公営

住宅建設に反対する理由は，それが都市の財政を圧迫し，地方税納入者に重い負担をかける，と

いう点にあった。現在の都市住宅問題を，公営住宅方式以外の方法で解決するために，ネトル

フォールドはドイツで行われている「都市拡張計画」に注目した。これを視察して研究した結

果，彼は１９０６年７月の住宅委員会最終報告において，バーミンガム・カウンシル議会に対し

て，次の点を提言した。

まず，新たなスラムの出現を阻むために，バーミンガム市当局が現在の市域外をも視野に入れ

た「都市計画」を作成するべきこと。第二に，「都市計画」に基づいて，市域外の自治体を合併

して「都市拡張」を行うべきこと。第三に，こうしてバーミンガムに編入される田園地域の土地

を都市当局が購入して，民間の個人や，公益事業団体にリース（賃貸）するべきこと，である。

「都市社会主義者」とはちがってネトルフォールドは，民間業者を悪徳業者とはみなさなかっ

た。むしろ市当局の監督の下で民間活力を生かすことによって，「田園都市運動」とドイツ流の

都市計画を統合しようとしたのである。彼の構想が実現するか否かは，バーミンガム・カウンシ
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ルによるその採択だけではなく，中央政府が地方自治体による都市計画作成の権限を認めるか否

か，にもかかっていた。これは，農業労働者住宅の改善を本来の趣旨とした１９０９年住宅法案

に，LGBが「都市計画等」を織り込むことによって，可能となったのである（５６）。

１８９０年から１９１０年までの世紀転換期には，イギリス全国で毎年平均１０万戸の住宅が新築さ

れたけれども，国民の住宅保有形態の分布状態に大きな変化は起こらなかった。実際，第一次世

界大戦が勃発した１９１４年においても，全国の住宅の約９割は民間の賃貸住宅なのであった。前

述したように，このような住宅保有形態は，両大戦間期に一変する。両大戦間期は大建設ブーム

の時期であって，１９１９年から１９３９年までの２０年間に約４００万戸の住宅が新しく建設された。

そのうち私企業によって建設されたものは，持家と賃貸を合わせて，２８９万戸であり，他は地方

行政当局によるものであった。すべての新築住宅のうち，賃貸住宅と持家住宅はほぼ同数であっ

て，第一次大戦以前に比べて持家住宅が急激に増加した。また，地方行政当局によって建設され

た１１１万戸の住宅はすべて賃貸住宅であり，新築の賃貸住宅の半分以上に相当する（５７）。

両大戦間期における，持家住宅の増加と公営賃貸住宅の増加のうち，先に起こったのは後者で

あり，これは１９１９年「アディソン法」によってもたらされた。しかし，何故このように事態が

起こったのだろうか。有力な通説は，都市の不衛生住宅の除去という国家的事業が，市場の論理

のみによっては実現できないこと，つまり地方行政当局の協力なしには行えないということを政

府が理解したからであると説く。しかし，住宅供給における「市場の失敗」は，第一次大戦開始

後ではなくて，早くも１９世紀末には一般に認識されていた。公営賃貸住宅の急増についての二

つめの説明は，スウェナートンによるものである。彼は，第一次大戦末期にはイギリス政府が，

ロシアやドイツ同様にイギリスでプロレタリア革命が起こる可能性を深刻に憂慮していた，とい

う事実を重視する。大衆の不満に対処するために，ロイド＝ジョージが「英雄にふさわしい家」

を多数建設する公約を行い，戦後これが実行に移された，という（５８）。三つめの説明は，労働運

動の意義を強調するものである。この説は，１９１５年に全国的な規模で展開し，民間家主の賃貸

料に上限を設ける法律を成立させた家賃ストライキの意義を重視する。これが戦中・戦後の住宅

供給不足状態を慢性化させ，住宅市場への政府の介入を必然化させた，というのである。

ドーントンは，これら三種類の説明は互いに排除し合うものではないので，三つを合わせて住

宅事情の激変を説明するべきだ，という（５９）。いずれにせよ，国家の住宅政策の大転換を実施し

たのは，「国民効率」や社会福祉を掲げて社会経済への国家介入を推し進めてきた（新自由主義

の）自由党政府であり，またそれを必然化したのは，大戦の勃発それ自体がもたらした住宅事情

の危機であった。とりわけ，民間家主の賃貸料に上限を設けた１９１５年の「家賃・抵当利子（戦

時制限）法」と，１９１９年の「アディソン法」の二つが，両大戦間期の国家的住宅建設政策を方向

づけた。後者は「戦争を勝ち抜いた英雄にふさわしい家」を確保するという１９１８年１１月の首相

ロイド＝ジョージの公約を具体化するためのものであり，戦後３年以内に５０万戸の住宅を建設

すること目標とし，地方行政当局に対して住宅不足の状況調査と公営住宅建設を義務づけ，更
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に，住宅建設のための地方自治体への政府補助金交付を決定した。また建設されるべき住宅の質

については，レイモンド・アンウィンを中心とするチューダー・ウォルターズ委員会によって，

田園都市構想の都市郊外低密度住宅地計画が推奨され，実施されたのである。

「アディソン法」には B・シーボーム・ラウントリーが深く係わっているので，その形成過程

の検討は後回しにして，ここでは，１９１５年「家賃・抵当利子（戦時制限）法」成立の事情やその

意義について，簡単に触れておきたい。前述のように，１８４５年から１９１０年までのあいだに，家

賃は全国平均で１．８５倍に増加し，１８７０年代・８０年代の大不況期においてさえも，諸物価の低落

にもかかわらず，都市の家賃は上昇した。このことは，都市の労働者の生活を困難にさせたが，

世紀転換期の住宅建設ブームは家主に不利な状況を生み出した。また地方税 rateが１８８５年から

１９１４年までに，不動産評価額１ポンドにつき全国平均で３シリング６ペンスから６シリング９

ペンスに上昇した（６０）。地方都市当局は，都市生活環境の改善のために地方税 rateの引き上げを

実施したが，これによって，市民の負担は増加した。

第一次大戦が始まると，軍需生産増強のための労働者の都市への集中が起こり，都市の住宅不

足が深刻化したにもかかわらず，建設労働者と建設資材の不足が進行したために，住宅建設が停

滞した。このような状況の中で，民間家主が一斉に家賃を引き上げる動きがあり，これに対し

て，各地で労働者の家賃ストライキが勃発した。とりわけスコットランドのクライドサイドで

は，労働党の関与の下で，広範な家賃不払い闘争が展開された。戦時体制の遂行のために労働者

の協力を必要とした自由党政府は，１９１５年１２月に「家賃および抵当利息引き上げ（戦時制限）

法」を制定させ，実質上，家賃を戦前の水準に凍結し，居住者を家主による立退き強制や占有回

復から保護した。また，家主による賃貸住宅差し押さえを原則として禁止した。この政策は，住

宅財産からの所得を押し下げることにより，プチブル層の住宅への投資意欲を，したがって，民

間住宅建設業者の新規住宅建設意欲を減退させ，折からの建設労働者と建設資材の不足とあい

まって，深刻な住宅不足状況を出現させた。この意味で，家賃統制政策もまた，住宅問題への本

格的な公的介入を要請する一つの要因となったのである。

横山北斗は，家賃統制政策が労働党を中心とする広範な住宅闘争によって勝ち得られたもので

ある，と言う（６１）。たしかに，労働者の運動の高まりが，家賃統制を実現させたことは間違いな

い。しかし，われわれは，家賃統制政策と賃貸物件差押え禁止の政策が，第一次大戦後において

も継続されたことに注目するべきである。このことは，プチブル層が保守党，自由党，労働党の

いずれからも無視されて政治的に孤立し，政治力学の中で犠牲となっていった，という事実を表

している（６２）。そのような意味でも，政府住宅政策の転換を，労働運動の影響だけによって説明

することは出来ないのである。
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第３章 シーボーム・ラウントリーの住宅問題への取り組み

ベンジャミン・シーボーム・ラウントリー（以下，シーボームと略記）は父ジョーゼフ・ラウン

トリーとその２番目の妻エンマ・アントワネット・シーボームとのあいだに，次男として１８７１

年に，イングランド北東部の古都ヨークで生まれた。ラウントリー家は数世代前からクエイカー

教徒であり，商業を営んでいたが，ジョーゼフ・ラウントリーの弟ヘンリー・アイザックが，同

じくヨークのクエイカー教徒であるテューク家からココア・チョコレート製造部門を買い取っ

た。その後，まもなくジョーゼフがこれに資本参加して，共同経営を始めた。ジョーゼフは経営

者として有能であり，菓子製造の新技術をフランスやベルギーから取り入れるなどして，企業を

急速に発展させた。彼は他方で，社会問題にも敏感であった。１８５７年から，ヨークの成人学校

で宗教と社会問題について講義し，レトリート精神病院（The Retreat）の委員を務め，１８６３年か

らは貧困問題についての統計資料の収集を始めた。１９世紀末のイギリスのクエイカー派は，自

由主義神学の立場から，教団として社会問題の改善に積極的に取り組んできた。シーボームが大

きなチョコレート企業のオウナー経営者でありながら，社会問題に精力的に取り組んだ背景に

は，クエイカー派全体としての社会問題への積極的な取り組みと，このような父親ジョーゼフの

影響とがあった（６３）。

第一節 貧困研究と住宅問題

シーボームは１１歳でクエイカー派が経営するヨークの非国教徒中等学校，ブーザム・スクー

ル Bootham schoolに入学し，１６歳でマンチェスターのオウエンズ・カレッジ Owens College

（後のマンチェスター大学）に入学した。しかし１８歳のときに（１８８９年）ここを中退し，すぐにラウ

ントリーのココア企業で働き始めた。翌年にチョコレート工場はヨーク中心部に近いタナーズ・

モウトから，やや離れたハックスビー・ロウドに移転した。１８９７年には会社は有限責任会社に

なり，シーボームは会社取締役の一員になった。シーボームの社会問題への係わりは，２１歳の

とき（１８９２年）からはじまる。シーボームはこの年から，ヨークの成人学校で，主に労働者を対

象に，キリスト教信仰を社会問題と係らせながら講義した。その２年後の１８９４年１２月末にシー

ボームは，ヨークの社会問題を研究することを決意し，１８９５年２月にはニューカースル New-

castle upon Tyneのスラムを視察した。この頃シーボームは，１８８９年に第１巻が刊行された

チャールズ・ブースの『ロンドン民衆の生活と労働』を読み，その調査方法と結論から多くのこ

とを学んだ。かくしてシーボームは，１８９９年春からヨークにおける貧困の調査研究を始め

た（６４）。

シーボームの『貧困研究』（１９０１）（６５）は，ブースの『ロンドン民衆の生活と労働』と並んで，社

会調査研究の古典とされるが，シーボームの研究の特徴は，「貧困」の中に「第一次貧困」と
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「第二次貧困」の区別を設けた点と，一世帯ないし一生涯における「貧困のサイクル」を発見し

た，という点であろう。また，シーボームは，ブースの場合と同じく，住宅問題を貧困の問題の

延長線上に位置づけた。

「第一次貧困」とは「収入をいかに賢く，いかに注意深く管理して支出しても，その収入が家

族の肉体的効率の必要最低限を満たすのに不十分な状況」をいう（６６）。シーボームは，労役所

workhouse資料を参考にし，生理学者や栄養学者の協力得たうえで，現時点において労働者が

「肉体的効率を維持するために必要な」賃金を算出する。それは，家族構成によって異なってく

るが，例えば，両親と３人の子供からなる家庭が，ヨークで「肉体的効率を維持するため」に必

要な１週間の支出額は，食料費１２シリング９ペンス，家賃４シリング，衣服・光熱費合計４シ

リング１１ペンスで，合計２１シリング８ペンスである。ここで注意するべきは，「肉体的効率を

維持するため」の支出の中には，教育費，医療費，交際費，交通費など，その他の支出が一切含

まれないことである。シーボームは，当時のヨークにおいて１，４６５世帯，つまり労働者世帯の

１５％，ヨーク総世帯の１０％が，第一次貧困の状態にある，と結論した（６７）。

「第二次貧困」とは「収入を賢く注意深く支出に回すならば，単なる肉体的効率の維持以上の

生活をすることが可能であるけれども，実際には家族が貧困によって苦しんでいる状態」をい

う。シーボームの調査によれば，ヨークの全世帯の１８％は「第二次貧困」の状態にある（６８）。

「第一次貧困」の原因としては，主たる賃金取得者の死亡，災害，疾病，老齢，家族数が多いこ

と，そして低賃金や失業があり，それらのうちで低賃金が最大の原因である。「第二次貧困」の

原因としては，これらの外に，飲酒や賭博の悪癖もある。しかしシーボームは，悪癖について労

働者の倫理的な弱さを責めるべきではない，という。貧しい労働者は不潔なゴミゴミとした不衛

生な環境からの一時的逃避の手段として，そのような悪癖に手を染めるのであるから，生活環境

の改善が行われなければ，そのような悪癖も無くならない，というのがシーボームの主張であ

る（６９）。いずれにせよ，第一次と第二次の貧困をあわせると，ヨークの全世帯の３０％近くとな

る。これは，ブースによって調査されたロンドン民衆の貧困とほぼ同じ割合である。シーボーム

の調査結果は，ロンドン民衆の貧困が首都に特有な問題ではなく，全国に偏在する深刻な問題で

あることを明らかにして，政府による取り組みを促すことになった。

シーボームはインタビューと大量観察により，労働者の一生涯における「貧困のサイクル」を

発見した。「労働者の生涯は，『貧困』と『比較的余裕のある生活』の交替によって，五つのはっ

きりと違った時期に区別できる。幼少の時期には，父親が熟練労働者でない限り，おそらく貧乏

生活をするだろう。この状態は，彼あるいは兄弟姉妹の誰かがカネを稼ぎ始めるまで続くだろ

う。……この『比較的余裕のある生活』は，彼が結婚したあと子供が２人か３人生まれるまで続

くが，そのあと彼は再び貧乏に捕らえられるだろう。この貧乏の時期は……彼の一番上の子供が

稼ぎ始めるまで続くだろう。……子供たちがカネを稼いでいるあいだ，結婚して家を去るまで

は，彼は再び『比較的余裕のある生活』を享受することができる。しかし，子供が結婚して家を
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去るときには，彼は三たび貧乏状態に転落して，沈み込んでいくのである」（７０）。シーボームは，

労働者の生涯における貧困サイクルの存在を発見したからこそ，国家による社会保障制度の確立

を，生涯を通して熱心に要求し続けたのであった（７１）。

ヨーク市の住宅状況についての調査結果は，『貧困研究』の第６章において扱われる。シー

ボームは１１，５６０戸の労働者住宅を調査したが，それらは大きく三つの等級に分かれ，また中級

と下級はそれぞれ二つのランクに分けられるので，細かくは五つのランクに分類される。労働者

の上級住宅は，暮らし向きのよい職人階級の住居であり，ヨークの労働者住宅の１２％を占め，

すべて広い道路のある新市街にある。その典型的な住宅はテラスハウスの住居である。前庭や出

窓があり，間口は１５から１７フィートあり，部屋数は五つ以上，戸口を入るとすぐに居間 sitting

roomがあり，二階に登る階段がある。居間の向こうにはダイニングルーム（７２）がある。ダイニン

グルームの向こうには流し場 sculleryと食器置き場 pantryがあり，そこから外に出るとセメン

ト張りの裏庭 yardがあって，そこには水洗便所がある。二階には寝室が３部屋ある。これらの

家の家賃は大体，週６シリングである（７３）。

中級住宅は，普通の安定した賃金を得ている労働者家族のテラスハウス式の住宅であって，

ヨークの労働者住宅の６２％を占める。これらの家のある街路は狭く，むさくるしく，さびし

い。中級住宅のうちわずかのものは，上級住宅を全体的に小ぶりにしたものである（中の上）。典

型的な住宅は出窓や前庭が無く，二階の寝室は２部屋。便所はふつう糞堆式である（７４）。中級住

宅の大部分は，多孔質で湿気を吸い込むレンガ造りの薄壁の安普請 jerry-built住宅である（中の

下）。このような住宅は，いずれスラムになるだろうと予想される。玄関口から入ると，すぐに

キッチン兼ダイニング室に入る。炊事と食事は全部この部屋で行われる。この部屋は直接に流し

場に通じており，流し場の向こうは裏庭になっており，ここに便所と石炭置場がある。二階には

寝室が２部屋ある。その家賃は週４ないし５シリングである（７５）。

下級住宅はヨークの労働者住宅の２６％を占める。下級住宅の上位ランクの住宅は，たいてい

は寝室を含めて３部屋以下。外観は貧相で室内はごったがえしている。２ないし４シリング６ペ

ンスの家賃を支払い，「どん底に落ちまいと苦闘している人々 struggling people」の住宅であ

る。下級住宅の下位ランクの住宅はスラムの住宅である。公衆衛生法や地方条例で，街路の幅や

家屋の構造規格が規定される以前に，建設されたものである。これらは町の中心部から少し外れ

た，狭い路地の囲まれた数区画に存在する。スラム地区ではバック・トゥ・バック・ハウス

back-to-back houseが普通で，地域内住宅過剰と住宅内住人過剰（いずれも overcrowdingと形容され

る）によってごった返し，街はきわめて不衛生である（７６）。ヨークではバック・トゥ・バック・

ハウスは１，３９８戸存在し，これはヨーク市全住宅の９．３％，全労働者住宅の１２％にあたる（７７）。

シーボームは，以上を次のようにまとめる。「ヨークにおける労働者階級の約１２％は，満足でき

る気持ちの良い衛生的な住宅に住んでいるが，残り８８％の労働者の住宅は，不満足きわまるも

のである」（７８），と。
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ヨークにおける平均家賃は，３部屋の住宅で週３シリング６ペンス，５部屋の住宅で５シリン

グ９ペンスである。ヨークの地価はイギリスの他の大都市に比べて安いので，その家賃も他の大

都市に比べてはるかに安い（７９）。労働者の収入に占める家賃の割合は，収入額によって格差があ

り，１週間の収入が６０シリングを越える労働者は収入の９％だけを家賃に支払っているが，１８

シリング以下の労働者の場合には，収入の２９％が家賃に回される（８０）。このように，貧しい労働

者にとっては家賃負担が生活に重くのしかかる。彼らは，したがって住宅内住人過剰 over-

crowdingの中で生活することになるが，ヨークにおいては６６３家庭，４，６０５人がそのような状態

にあり，これは，労働者階級の総人口に対して，１０．１％，町の総人口に対して６．４％に相当す

る（８１）。このような「住宅内住人過剰は身体を虚弱にさせる。室内には臭気が充満し，人々は不

健康なベッドに同衾し，また不健康な部屋，不健康なスラムに生活する。その結果，人々は次第

に生気を失い，自棄的な気持ちまでも抱いて，街頭にさまよい出ることになるのである」（８２）。こ

のように，劣悪な住宅に住まざるを得ないという状況が，貧しい労働者の精神を蝕んでいく。

シーボームによれば「すべての生物が，知らず知らずのあいだにその生活環境に馴れてしまうこ

とは，自然の法則だから」，「スラム居住者の生活環境を改善することの必要性は，本当に緊急を

要する」（８３）。

以上のように，シーボームにとって労働者住宅問題には，二つのレヴェルの課題があった。一

つは，バック・トゥ・バック・ハウスが集中するスラムを解消すること。もう一つは，労働者の

居住環境全般を改善すること。これらの解決手段をシーボームはいまだ掴んでいなかったが，し

かし彼は問題解決のために動き出していた。このことは，『貧困研究』第６章の終わりにシー

ボームが追加したやや長い注釈によって示される（８４）。この注釈の中で注目するべき点の一つ

は，ヨークにおいて産業労働者用住宅供給会社 Industrial Dwelling Companyの設立が準備され

ていることの指摘である。シーボームによれば，これはリーズの産業労働者用住宅供給有限会社

Industrial Dwelling Company Ltd. を模倣した５％フィランスロピーの事業である。この事業に

賛同する人々からの出資を得て，都市の貧しい地域の不動産を市場価格で買い上げ，それを衛生

的な状態に改善したうえで，人員過剰を避け，清潔を保つ厳密な基準の下で賃貸する。出資者に

対する利息は５％以下にとどめ，剰余利息は不動産の改良や新たな家屋の購入に向ける，とい

うわけである。

シーボームはまた，これとの関連で，オクタビア・ヒルの実践に言及している。オクタビア・

ヒルがロンドンの賃貸住宅の家主として，借家人の各家庭を毎週訪問して，彼らを教育感化し

て，自助努力を続ける市民として自立させたことは，広く知られていた（８５）。シーボームは，市

民の５％フィランスロピー事業によって運営される賃貸住宅の各家庭についても，特任の婦人

たちの個別訪問による感化が重要だ，と言う。個々人の自助努力を強調する中流階級の，自由主

義的で個人主義的な倫理観がここに表れている。
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第二節 ニュー・イヤーズウィックの経験

シーボームの父ジョーゼフ・ラウントリーは，１９０１年にハックスビー・ロウドの工場に隣接

する土地１２３エーカーを買って，ここをニュー・イヤーズウィックと名づけ，レイモンド・アン

ウィンとバリー・パーカーという２人の建築家に村落建設と家屋の設計を依頼して，田園村落の

建設を開始した。２人はレッチワースの田園都市や，さらには田園郊外の建築設計にも携わった

建築家である。また，１９０４年にはジョーゼフ・ラウントリーは，自分の財産の一部を投じて，

田園村落の建設と運営を担う組織としての村落財団を設立した。ジョーゼフの試みは，ラウント

リー家と非常に親しい関係にあったキャドベリー家のボーンヴィル田園村落の建設に刺激されて

行われたものであった。したがって，模範的村落建設の理念も同じであった。ラウントリー家に

とって幸いだったのは，キャドベリー家の前例を参考にして，その問題点を修正できたことであ

る。ボーンヴィル田園村落においては，住宅の家賃を高く設定せざるをえなかったので，ラウン

トリーはオープン・スペースを狭くし，さまざまなグレードの住宅を建設するなどして，家賃を

引き下げた。

ニュー・イヤーズウィック田園村落もボーンヴィル田園村落と同様，自社のチョコレート企業

の従業員だけではなく，広く一般市民を対象とした住宅村として建設された。週２５シリング程

度の収入の人々でも賃借可能な住宅を建設することを目標としたが，収入や家族構成の異なる

人々を住まわせるべきだという考えに立って，敢えてさまざまなタイプの住居を建てた。しか

し，いずれも芸術的に優れた外観を持ち，衛生的で頑丈な建物であった。緑豊かな住環境を維持

するために，１エーカー当たりの住宅数は１２戸以下とされ，各戸に果樹と菜園つきの広い庭が

与えられた。村落財団は病院，学校，図書館，体育館，プールなどの公共施設を模範村落に寄贈

した。またジョーゼフは，村の生活は住民自身が管理するべきであると考え，住民による民主的

な自治組織を形成させた。１９５４年までには，寝室三つを持つ家が５００軒，一つまたは二つの寝

室を持つ家が９０軒存在していた（８６）。

シーボームは，父の後をついでニュー・イヤーズウィック村落財団の社長に就任したが，この

模範村落建設の経験は，彼の住宅問題についての考え方に非常に大きな影響を与えた。ヨークに

おける貧困の調査は彼に最悪の居住環境の存在を教えたが，ニュー・イヤーズウィック開発の知

識は，実現可能な目標を彼に教えた。ブリッグズが言うように，「ニュー・イヤーズウィック

が，実際のリハウスについてのシーボームの興味を刺激し，住宅問題についての一般理論の基礎

となる必須の事実と経験を彼に与えた」（８７）のである。より具体的に言えば，彼はニュー・イヤー

ズウィック建設の経験を通して，「田園都市運動」の本流の中に身をおいたのだ。しかし，シー

ボームが「田園都市運動」の理念を国家・政府の政策の舞台に持ち上げることが可能となるため

には，決定的な要因がまだ形成されていなかった。その決定的な要因とは，シーボームのロイド

＝ジョージとの知己である。これは，「土地問題」への両者のかかわりによって条件付けられ
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た。

第三節 土 地 問 題

土地問題が発生するのは，１８７０年代中ごろ以後のことである。これ以後，鉄道と海運におけ

る運輸革命によって，海外，特に北アメリカ大陸からの安価な輸入穀物を大量に流入して穀物価

格が低下し続ける。これに対処するために，一方では穀物輸入関税導入を要求する運動が始まる

が，他方で自由党ラディカル派は，土地保有構造の変革を通してイギリス農業の再生を図るべき

だ，と主張した。さらに，１８８４年の選挙法改正によって選挙権が農村労働者にまで拡大された

ので，保守，自由両党にとって，農業労働者の票を獲得することが選挙で勝つために必要になっ

た。１８８６年総選挙の争点の一つはアイルランド自治法案であり，これをめぐって自由党員の間

に意見対立が生じ，それまで自由党を支持していた地主の大部分が統一党支持に回り，ラディカ

ル派はグラッドストーンを支持したので，以後自由党はラディカリズムによって特徴付けられる

ことになった。彼らは，地主を敵手とみなすようになる。しかしながら，１８９０年代の自由党の

政策は農業労働者の心をつかむのに成功しなかった（８８）。

土地問題は，しばらくは政治問題として取り上げられなかったが，１９０６年にキャンベル＝バ

ナマン内閣が成立すると，政治問題として脚光を浴びることになった。これは一つには，協同小

土地保有協会 Co-operative Smallholding Society会長のキャリントン卿が農業大臣に抜擢された

ためであり（８９），もう一つには，地方税を不動産の評価額に対して徴収する方式 site value rating

に対する支持が，自由党の内部で急速に広がったためでもあった（９０）。しかしながら，キャリン

トン農業大臣が苦労して成立させた１９０７年「小土地保有法 Smallholding Act」は農業労働者に

とっては魅力がなかった（９１）。また，地方税を不動産の評価額に対して徴収する方式は，作業自

体が実施困難であり，担当部署の地方行政庁 Local Government Boardの保守的な役人たちが抵

抗したため，難航した。土地問題のこのような難局を打開する新機軸を導入したのは，１９０８年

に大蔵大臣に就任したロイド＝ジョージであった。彼は，１９０９年予算案を編成するにあたり，

内国歳入庁 Inland Revenueが新たに実施する土地評価を基準として，国税として土地税を導入

することを企画した。これは実施可能性が高く，大衆から支持された企画であったが，貴族院が

予算案を否決する公算が高くなったので，自由党は１９１０年１月に国会を解散して，貴族院の拒

否権を政争の焦点とする総選挙を実施した（９２）。自由党は辛うじて勝利し，前年の予算案は承認

された。

ブリッグズによれば，父ジョーゼフの提言によってシーボームが土地問題の調査研究を開始し

たのは，自由党が土地問題を本格的に取り上げた１９０６年のことであった。ジョーゼフもシー

ボームも共に自由党員であった，という事情がその裏にあった。シーボームは，イギリスばかり

でなく，フランス，スイス，ベルギーなどの土地問題について情報を集めようとしたが，まもな

く対象をベルギーに絞り，その「土地保有と社会問題との関係」をイギリスとの比較の上で４年
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に亘って研究した（９３）。その成果は『土地と労働：ベルギーの教訓』と題する大著として１９１１年

に刊行された（９４）。この中でシーボームは，ベルギーにおける「土地と労働」の問題の特徴を，

以下の４点にまとめている。第一に，小規模土地所有者が支配的で，農業経営が効率的に行われ

ている。第二に，農村部では地代が高いので，借地農も（借地経営を行なう）小規模自作農もつつ

ましい生活を強いられている。第三に，人口の大都市への集中が見られないので，イギリスに比

べて都市部における地代が低い。第四に，イギリスに比べて工場規制が不備であり，労働組合が

未成熟なので，工場労働者が苦しい生活を強いられている。

このようなベルギーにおける現状の観察を踏まえて，シーボームは，イギリスの土地問題につ

いて次のような提言を行う。第一に，地主の不労（自然）利益 unearned incrementsに対して課

税せよ。第二に，都市の地価を押し下げるために，地方に小規模な都市を数多く建設して，都市

の地方分散 urban decentralizationを行え。第三に，ベルギーに倣って，農村部と都市部を結ぶ

交通手段を改善せよ。これによって，労働者も都市郊外に住むことができるようになる。第四

に，小規模土地保有農を創出せよ。ブリッグズは，シーボームのこれらの提言はやや不完全で非

現実的だという（９５）。もちろん第二の提言にある「都市の地方分散」がきわめて困難であること

は，ハワードの狭義の田園都市運動が成功しなかったことによっても明らかである。しかし，第

三の農村部と都市部を結ぶ交通手段の改善は現実に進行しつつあった。また，第四の小規模土地

保有農の創出は，農業＝土地問題については長年にわたって保守党と自由党が取り組んでき

た（９６）。そして，第一の地主の不労（自然）利益への課税は，前述のように，１９０６年以後自由党

政府が取り組んできた課題であり，シーボームも，地方税を不動産の評価額に対して徴収する方

式 site value ratingを推奨したのである（９７）。

シーボームがベルギーの農業＝土地問題の研究に着手してから，『土地と労働：ベルギーの教

訓』が出版されるまでの５年間に，彼はロイド＝ジョージとの面識を得て，次第に親密な関係を

持つようになった。ロイド＝ジョージは１９０６年に自由党内閣の通産庁長官（President of Board of

Trade）に就任し，新自由主義のリーダーとして活躍していた。ブリッグズによれば，１９０７年に

ロイド＝ジョージがシーボームの Homestead（ヨーク）の自宅を訪れて２人は初めて対面したの

だった（９８）。その背景の事情はわからないが，２人が急速に親しくなるのは，ロイド＝ジョージ

が１９０８年に大蔵大臣に就任してから３年余り経った１９１２年のことである。この年の５月にロイ

ド＝ジョージは，新聞記者との会見の席で農村問題を取り上げ，農業労働者の最低賃金制を導入

するべきことを提唱した。これは，同年３月に炭鉱労働者の最低賃金制が決定されたことを念頭

に置いた発言であるが，その１週間後には，８名の自由党員のグループが，「最近の不況につい

ての覚書」を政府に提出し，農業労働者最低賃金制の導入を支持した。このグループは，ジョー

ゼフ，シーボームのラウントリー父子を中心とするグループであった。このような援護射撃に意

を強くして，ロイド＝ジョージは農村再生運動に着手することを決意した（９９）。

26 商 経 論 叢 第４３巻第２号（２００７．９）



第四節 土地問題調査委員会と土地キャンペーン

農業再生運動を成功させるために，ロイド＝ジョージは個人的な事業として調査委員会を設立

した。その委員長にはアーサー・アクランドが任命され，委員会常任委員は全員で７名であっ

た。農村部の土地調査の実質的な責任者はシーボーム・ラウントリーであり，委員会名誉幹事の

ロウデン・バクストンがシーボームを補佐した（１００）。都市部の土地問題調査のためには，小委員

会が別に設置され，その実質的な責任者は，ラウントリー社の事務弁護士である E・R・クロス

であった。農村部の調査報告書のほうが早く完成したので，１９１３年８月からはシーボームがク

ロスを助けたが，都市部の調査報告の作成は翌年の２月までずれ込み，農村部の調査報告書と都

市部のそれとは別々に出版されることになった（１０１）。調査は７０名のフルタイムの調査員によっ

て行われ，農村土地調査については，J. St. G. ヒースと R. リースが纏め役となった。調査費用

は１９１３年６月末までに９千ポンドを超えたが，それは自由党支持者たちの寄付金によってまか

なわれた（１０２）。農村部と都市部について，地方の自由党員からの聞き取り調査が行われ，さらに

各種の公文書類が調査の材料となった（１０３）。

土地問題調査報告の農村部についての結論と提言は，以下のごとくである。第一に，農業労働

者の賃金は低すぎる。１９０７年通産省の統計によれば，１週間の６０時間の労働に対して１８シリン

グ以下の賃金しか受け取っていない者が，農業労働者のうちの６割を占めている（１０４）。この賃金

水準を引き上げるためには，国家の介入が必要である。ただし，地域間格差の存在を念頭におい

て，全国統一最低賃金の数値は示されなかった。むしろ，各地域の賃金局が各々，最低賃金の水

準を公表し，各地域の政府がそれらを参考にした行政指導を行うことが推奨された（１０５）。農村労

働者賃金の最低値を公式に設定して，地方行政当局が賃金給付の実際を監視・指導するという提

言が，農村部についての報告の最大のポイントであった。第二に，農業労働者の住宅事情は惨憺

たるものである（１０６）。しかし，農業労働者の賃金が今後，最低水準以上に引き上げられれば，彼

らは「経済的」家賃の支払いを行えるようになると予想される。これを保障するために，各地の

賃金局は，農業労働者が「経済的」家賃を支払うに十分な金額を最低賃金額に上乗せするべき

だ，と調査報告書は結論した。他方では調査報告書は，地方行政当局が農業労働者用住宅の建設

を推進することを奨励したが，その手段については具体的に述べられなかった。

第三に，農業労働者の小規模土地保有農民への上昇転化のために，地代を押し下げるための特

別措置が必要である（１０７）。調査報告書が提起するさまざまな手段のうちで目新しいのは，土地法

廷 land courtの設立である。土地法廷は，地方行政当局が収容する土地価格を裁定し，すべての

小規模土地保有農民のための適正地代を裁定する（１０８）。第四に，イギリスの農業生産性を向上さ

せるために，借地農民の借地権が完全に保障されるべきである。そのために調査報告書はここで

も，土地法廷の設立を提起する（１０９）。土地法廷は，それだけではなく，農業労働者の最低賃金設

定によって借地農民が背負わされる新たな負担を取り除くためにも，必要である。つまり土地法
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廷が，農業労働者賃金増加分を借地農民の借地料から差引くべき金額を裁定する。こうして，農

業労働者の賃金上昇分は，最終的には地主が負担することになるのである（１１０）。

都市部についての土地問題調査報告では，住宅問題と土地への課税方式について，明確な提言

がなされた。報告書は，都市住宅問題について，第一に，大部分の労働者の住宅に健康や衛生の

面で問題があり，しかも住宅不足の状況がある，と指摘する（１１１）。これを改善するための方法と

して，報告書は，地方行政当局が民間建設業者の協力を得る方式を提案する。すなわち，地方行

政当局は，当該地区の労働者階級に適切な住宅を提供するために，新しい郊外開発のための予備

的な都市計画を作成しなければならない。地方行政当局は，現在の適正価格で郊外の土地を強制

収用する権限を得て，これを開発し，これを民間建築業者や公益事業団体 Public Utility Socie-

ties（１１２）に賃貸して，これらの企業や団体が新しい住宅を建設することになる。住宅の質は従来

よりも良質であるべきで，また，１エーカー当たりの住宅密集度を軽減し，住宅地には公園や空

き地を適切に確保しなければならない，とされた。さらに地方行政当局には，都市中心部と郊外

住宅地を結ぶ，電車や軽便鉄道などの新しい交通手段開発の権限が与えられるべきだ，とされ

た（１１３）。

都市郊外の開発についてのこのような提言は，都市当局が住宅建設を直接に手がけるのではな

く，都市が買い上げて開発した土地に民間住宅業者が住宅を建設するという構想の点で，ネトル

フォールド等の構想を受け継いでいる。また，住宅自体と住宅団地の質の点については，アン

ウィン等の構想を受け継ぎ，全体としては広い意味での「田園都市運動」の構想を受け継ぐもの

であった，と言える。しかし，都市のスラムについては，土地問題調査報告は有効な提言を行え

なかった。報告書が積極的に主張したのは，都市のすべての低所得者に最低以上の賃金を保証す

ることである（１１４）。しかし，スラムの住人の多くは日雇い仕事で食いつないでいるのであり，む

しろ，定職に就けないからこそ，彼らはスラムの住人となったのだ。調査の初期段階では，スラ

ムの住人を郊外に移動させて，家賃の差額を国庫から補助するという提案も検討されたが，この

方法は地主を潤すだけだ，という理由から，採用されなかった（１１５）。

次に，土地への課税について。都市の発展によって，都市のインフラ整備のために都市財政が

窮乏化し，他方で，都市部の地価が高騰を続けるという状況が続いていた。このような状況を受

けて，土地問題調査報告書は，地主の不労（自然）利益 unearned incrementsに課税する一つの

方法として，地方税を不動産の評価額に対して徴収する方式 site value ratingを改めて検討して

いる（１１６）。報告書は１９０９～１０年にロイド＝ジョージが推奨した「国税としての土地税」の導入

については，否定的であった（１１７）。これを「強奪だ」として非難した内国歳入庁の意見を尊重し

たからである。他方，地方行政当局に国庫補助金を交付するという方式は，地主の私腹を肥やす

結果になるという理由で却下された（１１８）。調査委員会が site value ratingにこだわり続けた理由

として，イアン・パッカーは，シーボーム・ラウントリーやヒースの影響力と，自由党内で site

value ratingに対する支持が根強かったことをあげている（１１９）。いずれにせよ，報告書は，都市の
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財政難については，地方税を不動産の評価額に対して徴収する方式 site value ratingを緩やかに

適用することによって，また，家賃の騰貴に対しては，都市行政当局による郊外開発計画の支援

によって，対処しようとしたのである（１２０）。

農村部についての土地問題調査報告書が完成したのち，１９１３年１０月には「土地キャンペー

ン」の推進が内閣によって承認された（１２１）。ロイド＝ジョージの土地政策を宣伝するための運動

という意味をもった「土地キャンペーン」は，自由党内のラディカル派のみならず保守派の支持

をも得て，自由党内部を結集させることになった。また，これによって自由党は，１９１５年の総

選挙に向けて，農業労働者の支持を得ることに成功した（１２２）。「土地キャンペーン」を推進した

機関は，リンカーンシャー侯爵キャリントンを会長とし，ボーシャム卿を議長とする中央土地・

住宅協議会 The Central Land and Housing Councilであって，これは１９１３年の１１月に設立され

た。中央土地・住宅協議会において，農村各地で講演を行う講師の一群が幹事 G・ウォラス・

カーターの下で育成されたが，シーボームはその教育訓練の監督にあたった（１２３）。また，シー

ボームは，中央土地・住宅協議会の下部機関である文書委員会 Iiterature Committeeの委員長と

しても働いた。文書委員会は，少なくとも２１点のパンフレットと１０点のブックレットを出版・

配布し，The Homeland と題する月刊誌（後に週刊誌）を出版した（１２４）。

シーボームは，中央土地・住宅協議会での仕事と並行して，講演や著作活動を行ない，「土地

キャンペーン」を援護した。まず彼は，高名な経済学者ピグーとともに，マンチェスター大学の

ウォーバートン記念講演会に講師として招かれ，１９１３年１１月２７日に，住宅問題について講演

した。これは翌年，印刷出版された（１２５）。「労働者が支払える家賃で，労働者が満足できる家を

提供するための施策」がシーボームの講演の演題であり，もっぱら都市の住宅問題が取り上げら

れた。シーボームによれば，都市の住宅問題は，次の諸点である。第一に，労働者用住宅の中

で，衛生的で設計の良いものが１割～２割程度に過ぎないこと。第二に，労働者用住宅の絶対的

不足。第三に，住宅環境の悪さ，すなわち，都市計画の不備である（１２６）。

これらを改善するために，政府が行うべきことは，第一に，現在よりも広い業種に最低賃金規

制を拡大して，労働者の賃金水準を引き上げることである（１２７）。第二に，都市当局が郊外の土地

を強制収用できるよう法律を整備すること。第三に，地方税 rateを資産価値ベースに変える（す

なわち site value ratingの方式に移行する）よう，法律を改正すること。これは，都市の地主に土地売

却を促して，地価を下落させるだろう（１２８）。第四に，公益事業団体 Public Utility Societiesに対し

て公的機関が低利の融資を提供し，しかも，建築費の総額に対して８割程度まで融資できるよ

う，住宅金融の条件を緩和すること（１２９）。

他方，地方行政当局は，当該地域の住宅事情を調査し，それを踏まえて，都市計画を作成しな

ければならない（１３０）。そして，各都市は条例によって，１エーカー当たりの住宅建築戸数を制限

するべきである（１３１）。また，郊外に住むことになる労働者の通勤のために，都市当局が郊外への

安価で高速の交通手段を建設する必要がある（１３２）。ここでシーボームが語った提言の内容は，都
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市部についての土地問題調査報告の内容と同じだ，と見てよい。この時期にはシーボームは，後

の再建委員会の最終答申の意見とは異なって，労働者用の住宅を都市郊外に新たに建設する主体

が，都市当局ではなくて，公益事業団体であるべきだ，と考えていたのである。

「土地キャンペーン」との関連でシーボームが出版した第一の著作は，メイ・ケンドールとの

共著『労働者の生きざま』（１９１３）である（１３３）。この本の内容は，大部分が農業労働者の生活の詳

細な調査報告である。調査員であるメイ・ケンドールの精力的な調査報告を，社会調査の専門家

としてのシーボームが纏め上げて１冊の本にしたのである。序論の部分では，都市部や海外への

人口流出によって農村人口が減少しつつある現状が明らかにされ（１３４），これがイギリス国民の肉

体的・精神的健全という観点から見て深刻な問題であることが，指摘される（１３５）。第二章でシー

ボームは，通産庁 Board of Tradeの統計調査報告書を利用して，イギリス農業労働者の週平均

賃金を１８シリング４ペンスと算定する。他方シーボームの計算によれば，両親と三人の子供か

らなる平均家庭の最低生活賃金は，２０シリング６ペンスである。したがって，多くの農業労働

者の賃金は窮乏線以下であり，家族の他のメンバーの副収入や施しによって，辛うじて生存して

いる状況にある，と推定される（１３６）。第三章は，全国の農業労働者４２家族の家計状況について

のケンドールによる詳細な報告である。ここで衝撃的なのは，農業労働者家族，特に労働者の妻

と子供たちのほとんどが栄養失調状態にある，という指摘である。農業労働者家族は，平均し

て，体力維持に必要な最低限の量のエネルギーとたんぱく質の，それぞれの４分の３程度を摂取

しているに過ぎない（１３７）。

「土地キャンペーン」との関連でシーボームが出版した第二の著作は，『労働者と土地』

（１９１４）である（１３８）。これは，全文わずか５７ページのブックレットであり，「ブラザー・リチャー

ド文庫」の第７巻として刊行された（中央土地・住宅協議会の文書委員会のブックレットとの関係は不

明）。「序」として，ロイド＝ジョージによる推薦状が付されている。このブックレットは，土地

調査委員会の農村部調査報告を簡明に紹介し，農業労働者の生活を改善するためにいくつかの積

極的な提言を行ったものである。

その内容は，以下のように要約できる。第一に，いくつかの労働者カテゴリーの中で農業労働

者の平均賃金が最低であり，しかもそれは窮乏線以下である。農業労働者の賃金は，少なくとも

５０％以上引き上げられる必要があり，政府は農業労働者の最低賃金を法律で規定するべきであ

る（１３９）。第二に，農業労働者の住宅環境は劣悪である。それらの多くは住人過密 overcrowding

の状態にあり，不衛生である。また，イングランドとウェールズ全体の農村地域で，約１２万戸

の住宅が不足している。それらの最大の原因は農業労働者の低所得にあり，これが改善されれ

ば，住宅事情もいずれは改善されよう。しかし，緊急に必要なのは，農村部の地方行政当局が住

宅事情を徹底的に調査することである。そして，さしあたって必要なだけの農業労働者住宅を，

地方自治体ではなくて，政府が建設するべきである（１４０）。

第三に，労働者が将来に対する夢を失っている，という深刻な事態がある。彼らに自立した立
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場，つまり小規模土地保有農民に上昇する可能性を与えなければならない。そのためには，地方

行政当局が低価格で土地を収用できるような法律を作る必要がある（１４１）。そうして収用した土地

を，当局は農業労働者に借地させるのだ。また，農業労働者の生活向上のために，地方当局が，

彼らの労働時間を条例で規制し，農村学校を建設し，小菜園を提供するなどの援助策も必要であ

る（１４２）。第四に，地方税 ratingを管理する法律の見直しが必要である。現行の地方税 rate額は，

賃貸料をベースにして決定されているので，小規模借地農民にとって不利な税制となっている。

しかし本来，それはその市場（売買）価格をベースにして決定されるべきだ，とシーボームは言

う（１４３）。シーボームによれば，農業労働者から小土地保有農民を創出する政策は，国民的観点か

らきわめて重要である。それは，農業人口を増加させ，食糧生産を増加させ，国内への投資を増

加させ，自由な人間の協同 co-operation of free menに基づく社会秩序建設の第一歩となる（１４４）。

以上のように，シーボームのこのブックレットは，当時の自由党政府の新しい土地政策を簡明に

説明するものとなったのである（１４５）。

シーボームの活動から目を転じて，再び自由党の土地問題調査報告書に戻ろう。都市部につい

ての調査報告書の完成は，農村部のそれよりも約半年遅れたので，第一次大戦以前においては，

自由党の政策に具体的なインパクトをほとんど与えなかった（１４６）。また，都市部における「土地

キャンペーン」は，イアン・パッカーによれば，政治的にもほとんど効果を発揮せずに終わっ

た。しかしながら，ロイド＝ジョージの下での土地問題調査，その報告書と提案の公表は，統一

党と労働党にも，土地問題についての対応を迫ることになった。統一党，特にその主要な母体で

あるトーリーは，もともと農村を基盤とした党派であり，その土地政策の特徴は，土地保有につ

いては自作農民の創出，住宅については持家増加をめざすところにあった（１４７）。しかしながら，

自由党の具体的な提案を受けて，統一党の内部にはさまざまな調整しがたい見解の不一致が現

れ，指導部はこれらを収集できなくなってしまった（１４８）。

他方，労働党は独自の土地問題調査を実施することによって，自由党に対抗した（１４９）。労働党

の基本的立場は，まず都市を中心に土地を公有化し，将来的にはすべての土地を国有化するべき

だ，というものであった。しかし彼らは，当面の土地問題に関する具体的な対策については，基

本的には自由党を支持して，これに追随した（１５０）。ただし，都市の労働者住宅の改善についての

彼らの主張は，自由党のそれとは異なっていた。都市の労働者のために安い賃貸料の住宅を大量

に提供するためには，国家が都市自治体に多額の補助金を交付し，それを受けて都市自治体自身

が住宅を建設するべきだ，というのである（１５１）。１９１３年から１４年にかけて各地で頻発した労働

者による家賃ストライキは，労働党のこのような主張に勢いをつけた。

以上のように，ロイド＝ジョージの下での土地問題調査と「土地キャンペーン」は，政治的に

はかなりの成功を収めた。しかし，「土地キャンペーン」関係で国会に提出されて法律が成立し

たのは，農村労働者住宅を国家が建設することに関する案件だけであった（１５２）。アイルランド自

治法案などのヨリ緊急性の大きい法案が他にあったために，土地問題に関する法案は後回しに
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なったのである。そしてさらに，第一次世界大戦の勃発が，政府による土地問題への取り組みを

遅らせることになった。

第五節 第一次大戦と再建委員会

１９１４年６月のサライェヴォ事件を発端に，第一次世界大戦が始まった。イギリスは，中立国

ベルギーへのドイツ軍の侵入を理由に，８月３日にドイツに対して宣戦布告した。イギリスでは

１５年５月にアスキス連立内閣が成立したが，この時に，全軍の軍需物資の生産を担当する省庁

として軍需省Ministry of Munitionsが創設された。その初代大臣にはロイド＝ジョージが就任

したが，彼は１９１５年１１月にシーボームを軍需省福祉部に招き，翌年１月に彼を軍需省福祉部長

に任命した。軍需省福祉部設立の目的は，戦時下の全国各地の工場における労働環境の悪化を食

い止め，円滑な工場運営を進めることにあった。その具体的な活動は，主に次の３点にまとめら

れる。第一に，戦時期を通じて全国約２，０００箇所の工場に巡回福祉調査官を派遣して，工場法規

定に違反する場合には指導を与えた。第二に，国営工場に福祉監督官を派遣して，施設清掃や，

労働者用余暇施設などの監督に当たらせた。このために，LSEなどのいくつかの大学に福祉監

督を訓練するコースを設置した。第三に，女性労働者の作業監督のために，女性の監視員（su-

pervisor）を育成，派遣し，婦人監督（matron）の雇用を推進した（１５３）。

ところで，シーボーム・ラウントリーはクエイカー派の信者であり，クエイカー派はその社会

的「証し」testimonyとして，絶対平和主義を第一に掲げていた。それではなぜ，平和主義クエ

イカーのシーボーム・ラウントリーは軍需省の仕事を引き受けたのだろうか。実際のところ，ク

エイカー派内部でも戦争についてさまざまな立場や考え方が存在していた。例えば，イングラン

ド北東部で地方財閥を形成したピーズ家の一員，J・A・ピーズは対ドイツ宣戦布告を支持し

て，クエイカー派から脱会した（１５４）。逆に，クエイカー派の左派の中には，軍事機構を麻痺させ

るべきだと考えた者もいた。そして，１，０００人ほどのクエイカーの若者が兵役を拒否した。しか

し，他の多くは平和主義中道派であった。シーボームの従兄弟のアーノルド・スティーブンス

ン・ラウントリーは，平和主義中道派の立場を代表する。彼は，シーボームと同じく，ラウント

リー社の取締役であったが，１９１０年から１８年まで自由党の陣笠議員として庶民院議員を務め

た。彼は，ドイツとの開戦に反対した。戦争が始まると，徴兵制に反対して良心的兵役拒否者の

弁護と救済のために尽力し，フレンズ傷病者救急団 Friends Ambulance Unit（戦闘のためではな

く，看護・当番に当たるために西部戦線に行くことに同意したクエイカーのボランティア・グループ）の設立

と運営に尽力した（１５５）。彼は，１９１７年１月の妻にあてた手紙の中で，自分と同じ政治的立場の

サー・ジョージ・ニューマン（公衆衛生の分野で活躍した官僚でクエイカー）とシーボームとの仲が

大変険悪になったことを憂慮した（１５６）。シーボームは，クエイカー派の中では右翼的な考え方を

していたので，軍需省の仕事を引き受けたのである。彼はロイド＝ジョージに心酔しており，た

とえ軍需省の下であれ，全国の労働者福祉の事業を担当するという仕事の遂行に自らの使命を見
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出だしたのであろう。

しかし，１９１６年１２月に自由党内部で政変が起こった。ロイド＝ジョージによって不信任を突

きつけられたアスキスは首相の座から去り，ロイド＝ジョージが首相に就任して（自由党ロイド＝

ジョージ派と統一党の）連立内閣を組閣した。自らが去った後の軍需大臣の席に，ロイド＝ジョー

ジはクリストファー・アディソンを抜擢した。アーノルド・スティーヴン・ラウントリー

は，１９１７年３月２日付けの妻に宛てた手紙の中で，次のような内容を記している。――１９１６年

末に軍需大臣に就任したアディソンが軍需省福祉部の構成に大きな変更を加えたので，シーボー

ムが福祉部長を辞めざるを得ないだろう，また新しく首相に就任したロイド＝ジョージがシー

ボームを再建委員会に招いているので，シーボームがこれを受けるだろう，と（１５７）。彼の予想は

的中した。

第一次大戦中の「戦後再建計画」をめぐる政治史を丹念に追求したポール・ジョンソンによれ

ば，イギリスでは１９１６年から１９年にかけて，三つの政府が連続して戦後再建計画に取り組ん

だ。そして，再建計画検討の組織は，二度改編された（１５８）。

最初に再建委員会を設立したのは，首相アスキスであった。彼は１９１６年３月に諸省庁の長官

からなる再建委員会を設立し，自らが議長となった。その委員は，植民地大臣ボナ・ロー，教育

庁長官 A・ヘンダーソン，インド大臣オーステン・チェンバレン，枢密院議長クリュー卿，ラン

カスター公領大臣エドウィン・モンターグ，農業庁長官セルボーン卿，そして通産庁長官ウォル

ター・ランシマンの７名であり，６月までにアルフレッド・ツィンマーン，J・L・ハモンド，

H・E・デイルの３名が委員に追加された。アスキス再建委員会は，１９１６年１２月２日までに６

回の会合を開き，九つの小委員会を設立し，五つの報告書を受け取り，大まかな改革予定表が出

来上がった。これは諸省庁の精力的な取り組みによって可能となった（１５９）。

アスキス再建委員会において，住宅問題は再建計画の重要な項目の一つとして検討された。住

宅問題検討の中心人物は，再建委員会幹事ヴォーン・ナッシュであった。彼は内務省，地方自治

庁などの八つの委員会に住宅問題についての意見を求め，それらすべての答申を集約して，

「１９１７年末までに，少なくとも２０万戸の住宅が不足するだろう」と見積もる覚書を再建委員会

に回覧した。これによって，住宅問題は再建計画の前面に押し出された。ナッシュは更に，田園

都市・都市計画協会 The Garden City and Town Planning Associationに対して，住宅問題にかん

する報告書の提示を求めた（１６０）。しかし，アスキス再建委員会は，再建計画への取り組みをそれ

以上進めることはできなかった。１９１６年１２月に前述の自由党内部での政変が起こったからであ

る。

翌年２月に新首相ロイド＝ジョージは再建委員会のメンバーを大幅に入れ替えたが，その時，

にシーボームがこれに加えられた。アスキス再建委員会が首相と諸省庁のトップからなる非公式

のグループであったのとは対照的に，ロイド＝ジョージ再建委員会は主に，内閣や諸省庁とのつ

ながりをほとんど持たない，政治的アマチュアの有能な時論家たちを中心に構成された。旧委員
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会のメンバーのうちの２人が，新委員会の幹事に就任した。それは，ロイド＝ジョージ連立内閣

においてインド国務大臣に就任したエドウィン・モンターグと，社会主義者 J・L・ハモンドで

ある。しかし，その他はすべて新人で固められた。社会主義者のベアトリス・ウェッブとマリオ

ン・フィリップス博士，ロイド＝ジョージの子分格のトマス・ジョーンズ，W・G・S・アダム

ズ教授と『円卓』誌の編集者フィリップ・カー，控訴院裁判官 Lord Justiceレスリー・スコッ

ト，そして我がシーボーム・ラウントリーである（１６１）。

委員会メンバーは，いくつかの小専門委員団 panelに分かれて，４月からそれぞれのテーマの

個別的検討に着手した。そして７月５日にはロイド＝ジョージ再建委員会としての中間報告が発

表された。その中では，基幹産業を保護するために強力な保護主義政策を採用すること，国立電

力庁による電力供給のコントロール，などが提言された。他に検討中の課題として言及されたの

は，農業問題，兵士の復員問題，鉱山業問題，戦争従事民間人の復員問題，土地収用の問題，国

家による産業規制のあり方，政府委員会の機構の編成，保健省の設立などである（１６２）。小専門委

員団 panelの中で特に活発に動いていたのは，第三小専門委員団と第四小専門委員団であった。

第三小専門委員団は当初，賃金問題と失業問題を検討する予定であったが，ウィットリー委員会

が提唱する労使合同協議会 Joint Industrial Councilの検討に力を注いだ（１６３）。

第四小専門委員団が取り組んだのは，救貧法の改正と住宅問題であった。この委員団の団長

は，統一党の大物政治家で田園都市・都市計画協会の元会長の第４代ソールズベリ侯爵セシルで

あり，メンバーの中には，社会主義者ベアトリス・ウェッブとシーボーム・ラウントリーがい

た（１６４）。救貧法についてはベアトリス・ウェッブが奮闘した。彼女は再建委員会が再建省に取っ

て代わられた後も，救貧法廃止のための闘争を続け，ついにこれを成し遂げた（１６５）。

住宅問題に精力的に取り組んだのは，シーボームであった。１９１７年５月８日には，シーボー

ムの手になる膨大な覚書が小専門委員団 panelに提出された。バーネットによれば，これは住宅

問題についての新しい考え方の結晶であり，住宅問題についてのその後の議論の全体的レヴェル

を引き上げた（１６６）。シーボーム・ラウントリーの覚書は，以下の要点からなる（１６７）。第一に，終

戦後１２ヶ月間に３０万戸以上の住宅を建設する必要がある。スラムを除去し，農業労働者用住宅

の不足を補うという目的ばかりでなく，戦時中の住宅建設の停滞を取り戻すためにも，大規模な

住宅建設が必要なのである。第二に，住宅建設について政府と地方自治体の連携が必要である。

政府は地方自治体と協議して，各自治体が建設する住宅の規模を決定しなければならない。第三

に，国家が建設した賃貸住宅については，その所有権を地方自治体に移管して，監督管理を地方

自治体に任せる。第四に，地方自治体による賃貸用住宅の大規模な建設を容易にするために，政

府は地方自治体に土地強制接収の権限を与え，建設補助金 grant-in-aidを支給する。第五に，政

府補助金は，終戦直後の異常に高い建設費を基に算定するのではなく，建設３年後に，その時点

での（受取可能賃貸料を基にするのではなく）建設費を基にして支給されるべきである。第六に，政

府は，建築費の抑制，国の住宅ローン制度を設置するなどの補助的施策を行う。

34 商 経 論 叢 第４３巻第２号（２００７．９）



シーボームのこの覚書の意義を，ポール・ジョンソンは次のようにまとめている（１６８）。第一

に，住宅問題が，緊急に取り組むべき特別の課題であることを明らかにした。第二に，住宅問題

についての包括的で詳細な取り組みが，政府によって始められた。第三に，健全な住宅政策は，

地代や賃金についての政策や，農業政策と連携して推進されるべきものであることが，明らかに

された。そして第四に，新規に３０万戸の住宅を建設する必要が，政府内部で承認された。

第四小専門委員団の団長であるソールズベリ卿は，シーボーム・ラウントリーの覚書を高く評

価して，これについての好意的な解説文を回覧した。このソールズベリ卿の解説が小専門委員団

panelにおいて採択された。すぐに再建委員会がこの小専門委員団の提案を採択しようとした

が，再建委員会メンバーの一人（レスリー・スコット）から疑問が提示され，地方自治庁からも横

槍が入った。そのため，再建委員会での決議は棚上げとなった（１６９）。

ロイド＝ジョージは戦後再建問題の重要性に鑑み，再建委員会とは別に１９１７年７月に再建省

Ministry of Reconstructionを新設し，その担当大臣としてクリストファー・アディソンを選任し

た。再建省の最初の課題は，復員兵，軍需品生産関係の労働者，その他の戦争関連労働者など数

百万人の戦後復員に備えることであった。アディソンはさらに，不況対策のために金融委員会，

新産業振興ために工学委員会を設立し，ホイットリー報告の実施のために尽力し，また住宅問題

にも精力的に取り組んだ（１７０）。再建省としての住宅建設計画検討の実務的な中心人物は，R・

リースとウィリアム・ウォレスであった。前者は，１９１３年にシーボームとともに土地問題調査

研究を手がけ，後者は，シーボームが再建委員会で働いていたときに彼の秘書を務めており，い

ずれもシーボームとは親しい間柄であった（１７１）。１９１８年３月にアディソンは住宅問題についての

提案を公表したが，アディソン提案は，次の三つの重要なポイントにおいて，シーボームの覚書

の趣旨を受け継いでいた。第一に，戦後における労働者階級のための住宅建設に，政府が直接に

介入するべきだ，とした点。第二に，中央政府と地方行政当局の新しい協力体制を提言した点。

第三に，住宅問題について，政府が緊急に行動を起こす必要があるとした点，である（１７２）。

しかしながら，地方自治庁 LGBがこの提案に頑強に反対したために，住宅建設計画の推進は

難航した。LGBの基本的な考え方は，国家が住宅建設の主体となるのではなく，地方自治体が

主体的に住宅建設を行い，国家はこれに対して財政的援助を与えるべきだ，というものであっ

た。再建省の新設によって旧再建委員会の存在意義は無くなっていたが，第四小専門委員団

panelは住宅建設についての詳細な問題の検討を続け，シーボームは再建省と LGBとの仲介を

試みさえした。事態を打開するために，１９１８年８月にはロイド＝ジョージがアディソンを地方

自治委員長に就任させたが，アディソンはこの頃には LGBとの妥協の道を探っていた。同じこ

ろ，チューダー・ウォルターズ委員会の報告が公表された。主にレイモンド・アンウィンの手に

なるこの報告書は，戦後に建設される労働者用住宅の品質を田園都市の水準に合わせるべきこと

を，勧告していた（１７３）。この時点で，シーボーム・ラウントリーは住宅問題の検討から身を引い

ている。シーボームの実践的な関心は，これ以後，労使関係に移っていった。
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１９１８年１１月１１日に第一次大戦が休戦状態に入ったことによって，政府は再建計画を早急に

取りまとめる必要に直面した。スウェナートンによれば，この時，政府はイギリスにおいても，

ロシアやドイツと同様に，革命が勃発するかもしれない，という恐怖に駆られていた。だからロ

イド＝ジョージは１１月１２日に早期の総選挙実施を宣言し，「戦争に勝った英雄たちに相応しい

住居 Homes fit for Heroes」を確保することを公約した。これを受けて１２月には，LGBの新長

官ゲディスが，１９１８年３月の再建省案に即した大規模な住宅建設実現のための財政支出を大蔵

省に要求し，その説得に成功した（１７４）。

翌１９１９年の１月には，再建問題を論じたシーボームの論文が『時事評論』誌 Contemporary

Review の巻頭を飾った。この論文の中でシーボームは，世界大戦が新しい諸力，新しい思想，

新しい理想を解き放ったので，我々はこれらを賢明にコントロールして，新しいヨリ公正な世界

の基礎を築かなければならない，と述べる（１７５）。シーボームは，新しい世界の社会経済生活建設

のための必要最低限の基礎を，賃金，産業国営化，住宅建設，失業対策と年金，労働時間，教育

といった諸問題について幅広く論じている。住宅問題について論じた部分では，次の箇所が注目

に値する。「労働者階級の住宅という問題については，我々は過去を完全に断ち切ってよいかも

しれない。我々個々人の責任を自覚しよう。問題を政府や地方行政当局に任せておいてはいけな

い。地方行政当局の多くは無関心であり，住宅建設についての彼らの理想は低い。……世論を刺

激し，育くむために，あらゆる場所で地元の非公式的な委員会が設立されなければならない。こ

れらの委員会は，地方当局者の行動を監視……しなければならない。そして，（必要とあれば）地

方議会 Councilに圧力を加えなければならない……」（１７６）。この文章からわかるように，シーボー

ムは住宅問題について，市民のボランタリーな運動の重要性を強調している。また，住宅問題に

ついての政府の取り組みが成功することを楽観視していなかった。それは，地方自治体内部の抵

抗勢力の存在を知っていたからである。事実，ロンドン，マンチェスター，バーミンガムなどの

大都市以外の地方自治行政当局においては，依然として地元の地主の影響力が強く，彼らは労働

者用住宅建設について消極的であった。

１９１９年３月に，政府は内閣指名委員会を設置して，住宅法案の最終的検討に入った。シー

ボームは，これには招かれなかった。６月には保健省が新設されて，アディソンが初代の保健大

臣に就任した。そしてついに，住宅建設計画を保健省の管轄下に置く「住宅・都市計画法 Hous-

ing and Town Planning Act（通称アディソン法）」が，国会でほとんど満場一致で成立した。現在

の住宅事情が，社会的不安の現実的で重大な原因であり，その解決のためには政府の直接的介入

が不可欠であるということが，この時までにほとんど全ての国会議員に共通認識として浸透して

いたのである（１７７）。「アディソン法」の意義は，３ヶ月以内に地方行政当局が住宅需要を調査し

て，主体的に住宅建設をすることを，義務づけたことにある。そして，地方行政当局が住宅建設

を充分に行なわない場合には，中央政府がこれを行なう権限を持つことになった。この法律で

は，民間の住宅建設会社への直接の補助金交付は排除された。ただし，同年中に制定された「住
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宅（追加権限）法」によって，民間企業によって建設された住宅のうち，一定の建築条件を満た

しているものについて，一時金が補助されることになった（１７８）。国は，地方自治体が建設した新

規住宅の所有権を最初から地方自治体に与え，住宅建設費が住宅時価を越える差額については，

毎年，国が補助金を交付して補填することとした。また，地方自治体が公益事業団体 Public

Utility Societyに土地の賃貸を行なうことが認められた。さらに，公益事業団体，および，それ

が建設した住宅に住む人々に対して，国が資金融資を行なうことも認められた。そして，以上す

べての結果，中央政府は巨額の住宅建設費用を背負うことになった（１７９）。

ジョンソンによれば，「アディソン法」には次のような欠点があった。第一に，地方自治体に

与えた権限の幅が広すぎるので，住宅建設計画はいくらでも変更可能だった。第二に，地方自治

体相互間の狭間の地域が建設計画から外されたままで放置された。第三に，スラムの撲滅につい

ての実効性が無かった。第四に，住宅産業の合理化が進められなかった（１８０）。しかしながら，

「アディソン法」成立以後，労働者階級のための住宅建設は「国家の義務」となったのであり，

その意味で，同法の成立は英国の住宅建設史上の決定的な転換点となった。このような転換は，

上に述べたような３年に及ぶ戦後再建計画検討の過程から生まれた。とりわけ，「ヴォーン・

ナッシュの先駆的イニシアティヴ，ソールズベリ卿の積極的な小専門委員団 panelとシーボー

ム・ラウントリーの冷静で圧倒的な覚書，ウォレスとリースの働き，そしてアディソンの奮

闘」（１８１）などの莫大なエネルギーの積重ねを通して実現したのである。

第４章 両大戦間期における住宅政策の展開とシーボーム・ラウントリー

第一節 両大戦間期の住宅建設

第一次世界大戦直前の土地調査報告書は，住宅問題の元凶を地主階級の利己心に求めていた。

土地キャンペーンには，地主に対する自由党員の敵意がこめられていた。しかし，戦中から戦後

にかけての状況の変化によって，自由党はこのような姿勢を変更せざるを得なくなった。まず，

戦時食糧危機の打開のために，自由党は地主に対する攻撃をやめて，農業生産性向上を優先せざ

るを得なくなった。次に，貴族・地主が英国民を守るために勇敢に戦った。従軍した貴族とその

子弟の５分の１が戦死したが，この比率は従軍兵全体の戦死率よりもはるかに高かった。１９１８

年の第四次選挙法改正は，成人男子と３０歳以上の女性に庶民院議員の選挙権を与えたが，この

ことによって選挙権者に対する地主の影響力が弱められた。さらに，終戦直後の土地ブームに

よって不動産価格が急騰したので，多くの地主が土地を売却した。１９１８年から２１年までの間

に，イングランドの土地の約４分の１が所有者を変えた。以上の理由で，土地問題は最早，政治

の重要な争点ではなくなったのである。そして，住宅不足の問題は，土地問題とは切り離され

て，地方自治体が建設すべき住宅の数や，国家による補助金をめぐる問題として議論されるよう

B・シーボーム・ラウントリーと住宅問題 37



になった（１８２）。

自由党主導で成立した１９１９年「アディソン法」に基づく公営住宅建設計画は，戦後インフ

レ，建築労働者不足，高金利などによる建設費の急騰により，国民の税負担を増加させることに

なった。１９２１年７月には，政府は財政緊縮を理由に，住宅建設への国庫助成を打ち切った。こ

の措置は，当時の大蔵大臣に名にちなんで「ゲディスの斧」と呼ばれる。「アディソン法」に基

づく公営住宅の供給戸数は，最終的には約１８万戸にとどまり，アディソン保健相はその責任を

とって辞任した（１８３）。自由党の立場は「アディソン法」に表現されていたが，両大戦間期の保守

党と労働党は，公営住宅建設を，それぞれに異なった意味合いで捉えていた。労働党は政府主導

の公営住宅を，住宅供給の正常な手段とみなしたが，保守党は民間部門が住宅建設の主体である

べきだと考え，公営住宅を，住宅不足状態が続く間の一時的便法とみなした（１８４）。両大戦間期に

は，政権の担い手が自由党，保守党，労働党，そして保守党と数年ずつで変わった。そのため

に，国の住宅政策に一貫性が無かったことが，両大戦間期イギリスの住宅建設のあり方に大きな

影響を与えた。

１９２２年１１月の総選挙で自由党は大敗し，保守党のボナ・ロー内閣が成立した。保健相ネヴィ

ル・チェンバレンの下で１９２３年に成立した「住宅法（チェンバレン法）」の趣旨は，「アディソン

法」とは反対に，民間業者による住宅建設を奨励することにあった。これは，一定の基準を満た

している新築住宅について，民間建築業者に（通常７５ポンドの）一時金を大蔵省から補助する，

というものであった。また，地方自治体が建設するほうがより良い住宅を供給できることを保健

省に証明できる場合には，地方自治体は１戸につき２０年間にわたり６ポンドの補助を受けるこ

とになった。１９２９年に失効するまでの６年間に，「チェンバレン法」の下で，民間建築業者に

よって３６万３千戸，地方自治体によって７万５千戸の住宅が建設された。民間建築業者が建設

した住宅の大部分は持家住宅として建設された（１８５）。「チェンバレン法」は，下層中流階級の持

家取得が拡大する起点となったのである。

１９２４年１月にはイギリス史上初の労働党内閣が成立した。労働党内閣の下で成立したのが，

「住宅（財政供与）法（ウィートリー法）」である。この住宅法は，住宅建設主体としての自治体の

役割を再確認するものであった。すなわち，政府は「チェンバレン法」の場合と同じ住宅基準

で，賃貸公営住宅を建設する地方自治体に，１戸ごとに毎年９ポンドの助成金を４０年間支給

し，地方税からは毎年４ポンド１０シリングを拠出することとした。また，民間企業が建設する

住宅についても，一定水準以下の家賃で賃貸されることを条件に補助金の交付を決めた。ウィー

トリー法は１９３３年まで存続したが，それまでに建設された公営住宅は約５０万戸にのぼっ

た（１８６）。ドーントンは，公営住宅建設の社会的意義を，国家補助金の交付を通して，地域間と家

族間で富の再配分が行なわれた点に見ている。公営住宅の多くは都市郊外に建設されたので，労

働者に緑豊かな住環境と良い間取りの家を与えて物理的な豊かさを与えた反面で，労働者親族間

の絆を弱め，職場や仕事，娯楽施設から労働者を引き離すことによって，彼らの生活を精神的に
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惨めなものにする可能性があった（１８７）。

第二次世界大戦直前の１９３９年には，イギリスで約１，２００万戸の住宅が存在したが，その３分

の１にあたる４００万戸が両大戦間期に建設されたものであった。第二次大戦前夜の全戸数の実に

３分の１に相当する住宅が，両大戦間期に建設されたのである。そのうち１１１万戸は地方行政当

局により，２８９万戸は民間建築業者によって建設された（１８８）。１９２０年代中ごろ以後，労働力と建

築資材を含む住宅建設コストは低下し，特に１９３０年代に史上最安値となったことが，民間業者

による建築ブームを生み出した（１８９）。注目すべきは，その大部分が持家用の住宅だったことであ

る。１９世紀におけるイギリスの住宅の９割が借家であったことからわかるように，住宅所有は

一般的には経済的に不利であり，家族数の変化に対しても融通性が無い（１９０）。しかしながら，両

大戦間期には住宅所有を促す幾つかの条件が現れた。第一に，先ほど触れたように，住宅建設の

コストが低下した。第二に，物価下落によって，ホワイトカラー層を中心として就労者の実質賃

金の上昇と生活水準の改善が見られた。第三に，政府の低金利政策によって，新築住宅が購入し

やすくなった。最後に，住宅組合 building societiesが発展し，その融資活動が活発化した（１９１）。

住宅組合は，両大戦間期の持家増加の主たる推進者であった，といわれる（１９２）。

両大戦間期には，賃貸用公営住宅と持家用民間住宅の建設が進んだ反面で，民間賃貸住宅が衰

退した。家主が借家人に住宅を売却するケースも，この時期に多く見られた（１９３）。賃貸用住宅

は，遺産額５千ポンド以下の（都市の商店主などの）プチブル層にとって，格好の投資対象であっ

た。中高年のプチブル層は，老後の収入源を確保するために，賃貸用住宅を購入した。しかしな

がら，プチブル層の利害は，自由党からも保守党からも（のちには労働党からも）無視され，１９世

紀末以後，彼らは政治的に孤立して，政治力学の中で犠牲となっていった（１９４）。

まず，１９世紀末の地方税増税によって家主の負担が増加した。これを軽減する試みは，第一

次大戦直前の「土地キャンペーン」によって押し流されてしまった（１９５）。第一次大戦が始まる

と，賃貸住宅不足の状況を好機と見て多くの家主が賃貸料の引き上げを行ったが，これに抗議し

て，各地で借家人による家賃ストライキが起こった。連立政府は国内の紛争を抑えるため

に，１９１５年に「家賃および抵当利子引き上げ（戦時制限）法」を成立させた。これによって，家

主は賃貸物件の差し押さえを原則的に禁止され，一定額以上の家賃については，戦前の水準以上

に引き上げることを禁止された。この法律は元来，戦時特別措置法であったけれども，戦後にお

いても廃止されず，基本方針は受け継がれていった。保守党も，１９１８年の第４次選挙法改正以

後，労働者階級の支持を得るために家主たちを見捨てた。そのために，賃貸用住宅へのプチブル

層の投資意欲は減退したのである（１９６）。

民間建築業者による持家用住宅建設が進行する中で，政府の住宅政策の重心は，次第にスラム

の除去へと移っていった。まず，マクドナルド労働党政権下で「１９３０年住宅法グリーンウッド

法」が成立した。同法は，スラム住宅地の「取り壊し地域」および「改良地域」を収容する権限

を，地方自治体に与えた。また，スラム撤去５ヵ年計画を政府に提出することを，自治体に義務
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づけた。また，取り壊し着手以前に，移転させられる住民に代替住居を提供することも，自治体

に義務づけた。さらに，移転させられる住民への補助金も交付されることになった。大蔵省が１

名につき４０年にわたって，都市部では年２ポンド５シリングを，農村部では年２ポンド１０シリ

ングを補助し，また，自治体は地方税の中から各戸につき，年３ポンド１５シリングを補助する

ことになった（１９７）。

１９３１年に成立した保守党主導の挙国一致政府は，１９３３年に「住宅（財政供与）法」を成立さ

せ，ウィートリー補助金を廃止するとともに，自治体にはスラム撤去に努力することを要請し

た。１９３５年には，地方自治体に過密住居についての実態調査を義務づけ，代替住宅１戸毎

に，２０年にわたって最高年５ポンドの大蔵省補助金を交付する「１９３５年住宅法（過密法）」も成

立した。しかしながら，撤去が必要なスラムについての明確なガイドラインを政府が地方当局に

示さなかったので，スラムの解消は不十分に留まった。１９３９年の公式な計算によると，取り壊

しの必要な住宅４７万２千戸のうちで，取り壊されて代替住宅が建設されたのは，約半数に過ぎ

なかった（１９８）。

イギリスの両大戦間期は，「住宅革命」の時代と呼ばれる。「住宅革命」という言葉には，三つ

の意味がこめられている。第一に，両大戦間期に約４００万戸という膨大な数の新築住宅が建設さ

れた。第二に，この間にイギリス人の住宅保有形態が大きく変化した。戦前においては全住宅の

９割が民間家主の賃貸住宅であったが，両大戦間期に持家と公営賃貸住宅の比率が急激に上昇し

た。第三に，住宅水準が大いに向上した。チューダー・ウォルターズ委員会報告の基準がそのま

まには実行されることはなかったが，民間住宅にせよ，公営住宅にせよ，緑豊かな郊外の新築住

宅は，十分な間隔を保って建設され，それぞれに裏庭が確保された。１９３０年代の住宅建設ブー

ムが，新産業の発展とともに，イギリス経済を活性化させたことも，忘れてはならない（１９９）。

しかしながら，イギリス社会の核家族化の急激な進展のために，住宅需要は依然として十分に

は満たされなかった。バーネットによれば，１９３９年においては「国民の３分の１は，新しくて

健康的な家に住み，次の３分の１は衛生的ではあるが，もっと古い条例住宅 by-law housingに住

み，最後の３分の１は，スラム化した低劣な住宅に住んでいた」（２００）。住宅問題の解決は，第二

次世界大戦後に持ち越されたのである。

第二節 両大戦間期の住宅政策とシーボーム・ラウントリー

ロイド＝ジョージによって再建省が設立されて，活躍の場であった再建委員会の存在意義が無

くなってから，シーボームは一種の挫折感を感じ，政界に嫌悪感を持つようになったに違いな

い（２０１）。住宅問題についての彼の活動は１９１８年の夏に一旦停止された。彼には他に為すべき多

くの仕事があった。まず，１９１９年から１９２３年まで，彼は父に代わってラウントリー社経営のイ

ニシアティヴを握って，産業民主主義の実験を行った（２０２）。自社において良好な労使関係を確立

すると，彼はそれを産業界全体に押し広げるために，さまざまの試みを行った（２０３）。１９２３年には
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ラウントリー社の社長に就任して，組織変革のプログラムを実行した（２０４）。この間にシーボーム

は，イギリス経営学にとって先駆的な２冊の著書を著した。一つが，１９１８年に刊行された『労

働の人間的必要』であり，もう一つは，１９２１年に刊行された『実業における人間的要素』であ

る。前者においてシーボームは，「最低効率賃金」および「望ましい賃金」という概念を提唱し

た。企業家・経営者は企業の生産性を増大させて，増大した利潤のうちから，「望ましい賃金」

を労働者に支給し，社内福祉を推進するべきだ，というのがその趣旨である（２０５）。後者は，労働

意欲，行動動機，職階や経営参加についての労働者の感情を扱った労務管理論である。このなか

でシーボームは，工場評議会の望ましい姿を描いた（２０６）。これとは別にシーボームは，戦後不況

問題に取り組む超党派的研究グループを１９２０年に結成し，１９３０年代まで失業問題の研究を続け

た（２０７）。

このような多岐にわたる活動のために多忙な日々を送っていたにもかかわらず，シーボーム

は，ロイド＝ジョージの招きに応じて，１９２４年以後，再び自由党の政策研究サークルでの活動

を始めた（２０８）。この研究サークルは，１９２５年に『土地と国民』，１９２８年には『イギリス産業の未

来』，１９２９年には『失業は克服できる』と題する本を纏め上げて，自由党の政策を世に問う役割

を果たした。しかしこの間，労働党の躍進に押されて，自由党への国民の支持は弱まっていっ

た。そして１９３５年にシーボームは，ロイド＝ジョージのいわゆるバンゴール計画 Bangor Pro-

gramを批判して，ついに彼と袂を分かったのである（２０９）。

この間に一度だけ，シーボームは住宅政策について持論を展開した。『時事評論』誌 Contem-

porary Review の１９３３年１０月号に掲載された「住宅問題の現状」がそれである（２１０）。この論文の

趣旨は，保守党主導の挙国一致政府が１９３３年にウィートリー補助金を廃止したことに対する批

判である。シーボームによれば，住宅問題と貧困問題は密接に関係している。住宅問題の要点は

二つである。第一に，都市と農村の低賃金労働者に住宅を与えること。第二に，スラムを撲滅す

ることである。住宅の不足は，核家族化の進行によって増加し，１９３１年には全国の住宅不足数

は８３万戸に達した。ところが政府は，１９３３年住宅法によって住宅補助金支給を打ち切り，地方

自治体も住宅建設を止めた。今や保健省は，低所得者向けの住宅の供給を，民間建築業者と住宅

組合の活動に頼っている状態である。しかし，これでは住宅問題は決して解決しない（２１１）。

シーボームによれば，労働者が支払える家賃は，最高でも週１０シリングである。例えば，住

宅建設費が３５０ポンドで，ローンが６０年満期，金利年４．１％ならば，補助金なしでも賃貸料は

週１０シリング以下に抑えられる。しかし，良好な住宅を３５０ポンドで提供するためには，建築

業者が現代的なレイアウトを充分利用し，材料費を極力節約し，住宅管理を経済的に行い，低金

利の融資を金融機関から与えられる，といった条件が揃わなければならない（２１２）。また，住宅環

境を良好に保つためには，住宅戸数を１エーカー当たり１２戸以下に止め，各住宅に菜園に利用

できる庭を必ず確保しなければならない。このような住宅を提供するために，国家が直接に低所

得者に対して家賃補助を行うことは，望ましくない。国ではなく，地方自治体が住宅を建設する
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べきであり，政府は，地方行政当局に補助金を交付するために，あらゆる財源を動員するべきで

ある（２１３）。

スラム解消策に関して，シーボームは，政府がスラム住人に対して代替住居の家賃補助を行う

ことに賛成する。家賃補助は労働者の賃金水準全般に影響を与えることが懸念されるが，スラム

除去という大きな課題を解決するためには，そのリスクを冒しても良い，と彼は言う（２１４）。農業

労働者の住宅不足は，シーボームの推計によると，現在７万５千戸以上に達する。農業労働者の

収入は低いので，地方自治体は農村部において，住宅をなるべく安く建設して住宅不足を補い，

必要な場合には，補助金を支給しなければならない。現在政府は，失業中の建設業者に週約２０

万ポンド近くの失業手当 doleを支給しているが，政府が住宅建設に積極的に乗り出すならば，

その大部分は必要なくなる（２１５）。以上のように，この短い論文の中でシーボームは，挙国一致政

府の１９３３年の住宅政策を批判して，より手厚く幅広い住宅政策を続行する必要を説いたのであ

る。

シーボームが最後に住宅問題に詳しく言及したのは，１９４１年に出版された第二次ヨーク貧困

調査報告書『貧困と進歩』においてである（２１６）。『貧困と進歩』の調査は，全労働者世帯への個

別訪問を基にしており，３７年前の『貧困研究』における調査よりもずっと精緻なものとなって

いる。今回の調査でシーボームは，５人家族世帯の窮乏線 Poverty Lineを前回よりも引き上げ

て，週４３シリング６ペンスに設定した。この基準によると，ヨークの労働者世帯の３１％が窮乏

線以下にあることがわかる。しかしながら，シーボームのいわゆる「第一次貧困」の状態にある

労働者世帯は，全労働者世帯のうちの６．８％にすぎず，これは１８９９年の調査時点での１６．７％よ

りははるかに少ない。貧困の原因も変化した。１８８９年における貧困の第一の原因は低賃金，第

二が家族数の多さであったが，１９３６年における貧困の第一の原因は失業，第二が老齢である。

この３７年間における国と地方の行政当局による社会政策の実施によって，貧困の原因自体が変

化したのである。しかしながらシーボームは，社会進歩の側面だけに注目したのではなかった。

「第一次貧困」の状態にある世帯が減少し，貧困の原因も変化したけれども，貧困自体が解消し

たわけではないのだから，新たな状況の中で新たな行動を起こす必要がある，とシーボームは言

う。貧困の根絶のために最も重要な事柄は，失業の根絶すなわち完全雇用の実現である。第二

に，労働者の一生涯における貧困サイクルに留意して，彼が貧困に陥る時期に必要な手当てをす

るべき社会政策を実施する必要がある。第三に，老人への保護が依然として不十分である。

『貧困と進歩』の全体の要点は以上のようなものであるが（２１７），その第９章が住宅問題の調査

報告に充てられている。シーボームは，１９３６年に調査が行われた時点でのヨークの労働者住宅

を，五つのカテゴリーに区分する。第一は，一戸建住宅ないしセミデタッチト・ハウス（二棟連

続式準独立住宅）で，その多くは労働者自身の持家である。第二は，市営賃貸住宅で，そのほとん

どは，４棟連続式住宅である。第一と第二のカテゴリーの住宅のすべてに，素敵な庭と風呂が付

いており，ほとんどが３室の寝室をもっている。両者のカテゴリーの住宅を合わせれば，全労働
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者住宅の２６．２％になる。第三は築４０年以上の長屋住宅であり，応接間 parlourと３室の寝室が

あるが，庭と風呂は付いていない。これはいわゆる条例住宅 by-law housingである。第三カテ

ゴリーまでが良質の住宅とみなされ，その合計は，全労働者住宅の約３０％になる（２１８）。第四カ

テゴリーは全労働者住宅の５５％を占める，条例住宅以前に建築されたテラスハウスである。こ

れらは狭い街路に沿って建てられ，ほとんどの住宅には風呂も庭もない。住宅の質はピンからキ

リまであり，このカテゴリーに属する８，３２０戸のうちの約３，０００戸は，衛生上問題があるので，

大改造か立替えを必要とする。第五カテゴリーはスラム slumの不健康な過密住宅であり，ヨー

クの全労働者住宅の１１．３％を占める（２１９）。

以上の調査結果を踏まえてシーボームは，ヨークの労働者住宅の状況が，この３７年間に著し

く改善されてきた，と結論づける。１８９９年には，１９３６年の五つのカテゴリーのうち，第一と第

二のカテゴリーに相当する労働者住宅は，存在しなかった。１８９９年には，衛生的で快適な住宅

は全労働者住宅の１２％に過ぎず，その他は，何らかの改良を必要としていた。しかし，１９３６年

には，衛生的で快適な住宅は全労働者住宅の３０％に達したのである。また，スラムに住むヨー

クの労働者世帯は，１８９９年には全労働者住宅の２５．５％であったが，１９３６年にはその比率は

１１．３％にまで低下した。ただし，１９３６年時点で大改造ないし取り壊しを要する住宅（第四カテゴ

リーの住宅の一部と第五カテゴリーの住宅の全部）の合計は全労働者住宅の３０％に相当していた。し

かしながら，その後のスラム撲滅の全国的な運動の進行の中で，『貧困と進歩』が出版される

１９４１年までには，事態は急速に改善した（２２０）。シーボームは，明るい展望を持って次のように断

言する。「労働者の１０％がスラムに住み，更にその他の２０％が不健全な状態にいる，と私たち

が言う時，私たちは急速に過ぎ去り行く事態について語っているのである。――実際，戦争がも

し勃発しなかったならば，スラムという社会悪は，１９４４年か１９４５年ごろまでには，恐らく実質

的に存在しなくなったことであろう」（２２１）と。シーボームのこのような展望は，あまりに楽観的

に思える。しかし，シーボームが実感していたように，住宅状況改善のための英国民の努力に

は，すでに弾みがついていた。事実，第二次大戦後においては，労働党は大規模なニュータウン

建設計画を推進し，保守党は「不動産所有民主主義」の実現を目指して民間業者による住宅建設

を積極的に支援した。こうして住宅問題は，１９７０年代末には英国民の関心事ではなくなってし

まったのである（２２２）。

お わ り に

シーボーム・ラウントリーの社会思想の根底にあるものは，キリスト教の隣人愛の思想，より

具体的にはクエイカー派の社会思想であった。特に１９世紀末葉に自由主義神学がクエイカー派

の主流を占めるようになってから，クエイカーたちは社会問題に積極的に取り組むようになって

いた（２２３）。シーボームの叔父ジョン・ウィルヘルム・ラウントリーは当時のクエイカー派のリー
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ダーの１人であり，シーボームの父ジョーゼフも実業家でありながら，社会問題に取り組んでい

た。現代の英国クエイカー派の社会思想の基本信条は，１９１８年５月にロンドン年会で採決され

た「真の社会秩序の八つの基礎」である。そのうちの最初の三つは，次のようなものであ

る（２２４）。

１．イエス・キリストによって明らかにされたように，神がわれわれの父であると言うこと

は，当然われわれを，人種や性別や社会層の制限のない兄弟愛に導くのである。

２．この兄弟愛は，すべての物質的な目的を超えて，神と人間に本当にかかわる人格の成長

を導くような社会秩序の中で，表現されるべきである。

３．肉体的，道徳的ならびに精神的な完全な発達の機会が，社会のすべての成員に，男に

も，女にも，子供にも，与えられることが保証されなければならない。人間の全人格的

な発達は，不公平な諸条件によって妨げられてはならない。また，経済的な重荷によっ

て，押しつぶされてしまってはならない。

このような当時のクエイカー派の姿勢は，新自由主義の基本的なスタンスときわめて相性の良

いものであった。新自由主義の基本的な姿勢は，自由主義を堅持しつつも，それが必然的に生み

出す社会的格差を国家介入によって是正するシステムを，政策体系の中に組み込むことにある。

自由主義の要件である自由競争がハンディキャップ・マッチにならないためには，個々人の競争

条件をなるべく同じ水準にリセットするように国家が介入するべきだ，という考え方であ

る（２２５）。これは，すべての人が，神の創造物として幸せに生きる権利があり，すべての人に人間

的な成長のための機会が同様に与えられるべきだ，というクエイカーの考え方と通じあう。だか

らシーボームは新自由主義を支持したのであり，ロイド＝ジョージの招きに応じて自由党の政策

形成に参画することになったのである。

シーボームは『貧困研究』刊行の後，ベルギーの土地問題に関する研究を進めていたが，シー

ボームを含むヨークの自由党員の活動が，ロイド＝ジョージの目にとまった。彼はちょうど，地

主階級による支配を覆すために，本格的に土地問題に取り組もうとしていたのである。彼はシー

ボームを，私的な土地問題調査委員に抜擢し，報告書の取り纏めを任せた。この事業は政治的に

大成功を収めた。ロイド＝ジョージは，軍需大臣に就任すると，シーボームを軍需省福祉部長に

抜擢した。そして自らが首相に就任すると，シーボームを再建委員会の委員に任命した。シー

ボームが第四専門委員団のメンバーとしてまとめた基本構想，つまり，国家が労働者住宅建設に

責任を持ち，地方自治体がその事業を実行していく，という構想は，１９１９年「アディソン法」

以後のイギリス住宅政策において実現されていったのである。

シーボーム・ラウントリーの住宅政策は，色々な意味で，ロイド＝ジョージの路線に沿うもの

であり，新自由主義的であった。例えば，フェビアンの建築家レイモンド・アンウィンの住宅建
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築構想を高く評価しつつも，住宅問題を都市と都市郊外に限定することなく，終始，農業労働者

の住宅問題を重視した。ここには，ロイド＝ジョージの下で農村の「土地問題」調査を行った経

験が生きている。都市自治体による住宅建設について消極的で，むしろ公益事業団体 Public util-

ity society，すなわち５％フィランスロピーの流れを汲む民間住宅建設機関の役割を終始重要視

した点にも，シーボームの新自由主義的な姿勢が現われている。

しかしながら彼は，大きな目的のためには，時に権謀術策を弄し，時に日和見的に行動するこ

とのできる政治家のタイプではなく，社会問題改善の使命感を持つ一人の学者タイプの知識人で

あった。だから，エイザ・ブリックスが仄めかしているように，ロイド＝ジョージやクリスト

ファー・アディソンとの関係が悪化することもあった。１９３３年に『時事評論』誌に掲載された

論文では，シーボームは，住宅問題解決に対する政府と地方自治政府の熱意に不信感を表明し，

ボランタリーな市民団体の運動の重要性を強調している。私は，ここにこそ，シーボームの真骨

頂がある，と思う。だからこそ彼は，在野の知識人として，あらゆる社会問題の撲滅に奔走した

のである。１９１８年に住宅問題の解決の展望が開けると，検討の対象を失業問題に移し，１９３５年

ロイド＝ジョージと袂を分かった後も，さまざまな社会問題，例えば国内の農業問題や家族手当

問題（２２６），さらには海外の低開発国援助にも，取り組んでいったのである。
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（４２）Ibid., p.１５２; M. Daunton, op, cit., pp.２２３～２２４.

（４３）John Burnett, ibid, pp.１５５～１５７. 欠陥住宅とは，基礎工事，壁，排水設備，レンガ強度の不備などを

伴う住宅をいう。

（４４）横山北斗，前掲書，３９～５３頁。

（４５）John Burnett, op. cit., pp.１５８～１５９,１６６～１７１.

（４６）M. Daunton, op, cit., p.２０４.

（４７）John Burnett, op. cit., p.１６４.

（４８）S・M・ギャスケル「住宅と下層中産階級」クロシック『イギリス下層中産階級の社会史』島浩二他

訳，所収，法律文化社，１９９０年。

（４９）この時期の「都市社会主義」運動については，犬堂一男「ロンドンにおける都市社会主義――その比

較論的位置づけの試み――」『思想』第５３４号，１９６８年や，岡真人「S・ウェッブにおける『都市社会主

義』――『ロンドン・プログラム』を中心に――」『一橋論叢』第７３巻第６号，１９７５年，を参照せよ。

（５０）W. Thompson, ‘Powers of Local Authorities’, in The House Famine And How To Relieve It , pp.１９～２６.

（５１）H. C. Lander, ‘Considerations of Practical Difficulties as regards Building’, in The House Famine And

How To Relieve It , pp.２７～３１.

（５２）F. Lawson Dodd, ‘General Principles’, in The House Famine And How To Relieve It , pp.３２～４３.

（５３）椿建也，前掲論文，９１頁。

（５４）Mark Swenarton, Homes Fit For Heroes : the politics and architecture of early state housing in Britain ,

London,１９８１, p. １０. 当初資金の残り半分を調達するために，田園都市会社やハムステッド田園郊外トラ

ストは，共同組合 co-partnership societyを設立した。

（５５）ネトルフォールドの思想について，くわしくは，馬場哲「２０世紀初頭におけるバーミンガムの住宅政

策とイギリス都市計画運動――J・S・ネトルフォールドの活動と思想――」『社会経済史学』第７２巻第６

号，２００７年，を参照せよ。また，これとの関連で，同「１９世紀末～２０世紀初頭のイギリスにおけるドイ

ツ都市計画・都市行政認識とその背景――マンチェスターの T・C・ホースフォールの場合――」（１）

（２）『経済学論集』第７２巻第２号，第３号，２００６年，をも参照されたい。

（５６）Mark Swenarton, op. cit., pp.３１～３３.

（５７）John Burnett, op. cit., p.２４９.

（５８）Mark Swenarton, op. cit., pp.７７～８７.

（５９）M. J. Daunton, op. cit., pp.２３５～２３７.

（６０）R. Rodger, Housing in Urban Britain１７８０～１９１４, London,１９８９, pp.５８～５９.

（６１）横山北斗，前掲書，１１０頁。

（６２）M. J. Daunton, op. cit., pp.２２４～２３４.

（６３）Asa Briggs, op. cit., pp.４～８; 山本通『近代英国実業家たちの世界』同文舘，１９９４年，第７章。

（６４）Asa Briggs, op. cit., pp. １２～１６, ２５. 以上の事柄は，シーボームが成人学校での講義のために記した

「宗教講話と講演」‘religious lectures and addresses’ と題するノート帳から，ブリッグズが明らかにし

た。Charles Boothの著書は Life and Labour of the People in London ,１８８９～１９０３。なお，１８７９年にシー

ボームは Lynda Potterと結婚した。

（６５）B. Seebohm Rowntree, Poverty : A Study of Town Life , London,１９０１., centennial edition, York,２００１. 長

沼弘毅訳，１９５９年，ダイヤモンド社。

（６６）Ibid., p.８６. 長沼訳，９７頁。

（６７）Ibid., p.１１１. 長沼訳，１２６頁。

（６８）Ibid., pp.１１５～１１８. 長沼訳，１２９～１３１頁。

（６９）Ibid., pp.１１９～１２２,１４０～１４５. 長沼訳，１３３～１３５,１５５～１６０頁。

（７０）Ibid., pp.１３６～１３７. 長沼訳，１５１頁。ただし，訳文は変更した。

（７１）Asa Briggs, op. cit., p.４０.
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（７２）原語は kitchen or living room。台所兼居間とはすなわち，われわれの感覚でいえば，ダイニングルー

ムのことなので，そのように訳した。

（７３）B. Seebohm Rowntree, op., cit., pp.１４６～１４９. 長沼訳，１６１～１６４頁。

（７４）Ibid., pp.１４９～１５０. 長沼訳，１６４～１６５頁。

（７５）Ibid., pp.１５０～１５２. 長沼訳，１６５～１６６頁。

（７６）Ibid., pp.１５２～１５４. 長沼訳，１６６～１６８頁。

（７７）Ibid., p.１５９. 長沼訳，１７２頁。

（７８）Ibid., p.１７９. 長沼訳，１９３頁。

（７９）Ibid., p.１６４. 長沼訳，１７８～１７９頁。

（８０）Ibid., p.１６５. 長沼訳，１８０頁。

（８１）Ibid., p.１７０. 長沼訳，１８４頁。

（８２）Ibid., p.１７７. 長沼訳，１９１～１９２頁。この文は，First Report of Her Majesty’s Commissioners for Inquiring

into the Housing of the Working Classes, p.２５. からの引用文である。

（８３）Ibid., p.１５８. 長沼訳，１７２頁。

（８４）Ibid., pp.１８０～１８１. この部分は長沼訳では割愛されており，訳出されていない。

（８５）シーボームは，ロンドンにおけるヒルの実践が，現在 Edinburghにおいて Social Unionによって大規

模に実施されている，とも報告している。なお，イギリス住宅史上におけるオクタビア・ヒルの位置につ

いては，モヴァリー・ベル『英国住宅物語―ナショナルトラストの創始者オクタヴィア・ヒル伝―』平弘

明・松本茂訳，中島明子監修・解説，日本経済評論社，などを参照せよ。

（８６）Asa Briggs, op. cit. pp.９４～９７; Anne Vernon, 佐伯岩夫，岡村東洋光訳『ジョーゼフ・ラウントリー

の生涯：あるクエーカー実業家のなしたフィランスロピー』第１４章；岡村東洋光「ジョーゼフ・ラウン

トリーのガーデン・ヴィレッジ構想」『経済学史学会年報』４６巻，２００４年を参照。

（８７）Asa Briggs, op. cit. p.９８.

（８８）Ian Packer, Lloyd George, Liberalism and the Land : the land issue and party politics in England, 1906―

1914, Woodbridge, Suffolk, UK,２００１, chapter１.

（８９）Ibid., pp,３５～３８.

（９０）Ibid., pp,５５～５７.

（９１）土地保有者になるためには，農業技術の知識，経営のセンス，労働意欲そして資本が必要だったの

で，農業労働者の多くは借地農や自作農にはなりたがらなかった。Ibid ., p,４７.

（９２）Ibid., pp,５８～６３.

（９３）Asa Briggs, op. cit. pp.６８～６９.

（９４）Seebohm Rowntree, Land and Labour : Lessons from Belgium , London,１９１１.

（９５）Asa Briggs, op. cit. p.７２.

（９６）保守党は，地主の土地を中央・地方の政府が買い上げて，農業労働者から自作農を創出するという政

策を追求していた。自由党の場合には，キャリントン卿に見られるように，むしろ力点は借地農の創出に

あった。

（９７）Seebohm Rowntree, Land and Labour . p.５４７. 従来の地方税 rateは，不動産賃貸価格に応じて占有者

に課されていた。フェビアン社会主義の当時の指導者シドニー・ウェッブはその著書 The London Pro-

gramm ,１８９１の中で，この地方税支払いを，占有者に代えて「不労増加」を入手している不動産所有者に

負担させるべきであるとした。彼はこれによって税負担の不公平を正すとともに，自治体がこれを吸収し

て都市財政の基盤を強化するべきだとした（岡真人「S・ウェッブにおける『都市社会主義』――『ロン

ドン・プログラム』を中心に――」『一橋論叢』第７３巻第６号，１９７５年，４６～４７頁）。

（９８）Asa Briggs, op. cit., p.６３.

（９９）Ian Packer, op. cit. pp.７７～８３. イアン・パッカーによると，この８名のうち４名はヨークの進歩派自

由党員で，ジョーゼフ・ラウントリー，シーボーム・ラウントリー，アーノルド・ラウントリー（シー
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ボームの従兄弟），E・R・クロス。他の４名は，H・W・マッシンガム，J・A・ホブソン，L・T・ホブハ

ウス，パーシー・アーデンであり，いずれもラウントリー家が所有する自由党支持の週刊誌 The Nation

に関係する人々であった。

（１００）Ibid., pp.８３～８５.

（１０１）Ibid., pp.９５～１００.

（１０２）Ibid., pp.８４,８６.

（１０３）Ibid., pp.８６～８７.

（１０４）The Land : The Report of the Land Enquiry Committee , vol.１,１９１３, p.７.

（１０５）Ibid., p.４７.

（１０６）Ibid., pp.９２～１０７.

（１０７）Ibid., pp.２１２～２１７.

（１０８）Ibid., p.２２９.

（１０９）Ibid., p.３２３.

（１１０）Ibid., pp.３６５～３６６,３８２～３８３.

（１１１）The Land : The Report of the Land Enquiry Committee , vol.２,１９１４, pp.９～４５,５９.

（１１２）前述のように，１８９３年の Industrial and Provident Societies Actによって，年配当率を５％以下に抑

える住宅会社は，Public Utility Societyとして登録され，当初資金の半額までを Public Works Loan Board

から借りられることとなっていた。Swenarton, op. cit. p.９.

（１１３）The Land , vol.２, pp.１４８～１５７.「軽便鉄道 light railway」についての公式の定義は無い。しかし具体

的には，機関車，軌条幅，信号，フェンス，駅舎などについての規制が緩和され，したがって，割安に建

設できる鉄道のことをいう。本来，炭鉱などの未開発地域に鉄道を敷設すための便法として，作られたも

ののようである。J. Simmons and Biddle, G., Oxford Companion to British Railway History, Oxford,１９９７.

pp.２６３～２６５. この件について，学習院大学の湯沢威教授から，参考文献をも含めて，丁寧なご教示を得

た。

（１１４）Ibid., p.１６１.

（１１５）Ian Packer, op . cit . p.１０４.

（１１６）The Land , vol. 2, pp.５６５～６０９.

（１１７）Ibid., pp.６３４～６３６.

（１１８）Ibid., pp.６３１～６３２.

（１１９）Ian Packer, op. cit., pp.１１１～１１２.

（１２０）Ibid., pp.１１２～１１３.

（１２１）Ibid., p.１２０.

（１２２）Ibid., pp.１２６～１３７.

（１２３）Ibid., pp.１２３～１２５.

（１２４）Ibid., pp.１２３～１２５.

（１２５）B. Seebohm Rowntree and A. C. Piguo, Lectures on Housing : Warburton Lectures for 1914 , Manches-

ter,１９１４.

（１２６）Ibid., pp.３～８,１２.

（１２７）Ibid., p.３０.

（１２８）Ibid., pp.１７,２７.

（１２９）Ibid., pp.２５～２６.

（１３０）Ibid., p.１３.

（１３１）Ibid., pp.１３,３０.

（１３２）Ibid., pp.１６,１８.

（１３３）Seebohm Rowntree and May Kendall, How the Labourer Lives, London,１９１３.

B・シーボーム・ラウントリーと住宅問題 49



（１３４）Ibid., pp.９～２０.

（１３５）Ibid., p.１３.

（１３６）Ibid., pp.２１～３５.

（１３７）Ibid., pp.２９９～３０９.

（１３８）Seebohm Rowntree, The Labourer and the Land , London,１９１４.

（１３９）Ibid. pp.６～１４,１８～２０,２８～２９.

（１４０）Ibid., pp.３０～３７.

（１４１）Ibid., p.４６.

（１４２）Ibid., pp.４５～４６,４８～４９.

（１４３）Ibid., pp.５４～５５.

（１４４）Ibid., p.４７.

（１４５）Asa Briggs, op. cit. p.７７.

（１４６）Ian Packer, op. cit. p.１３９.

（１４７）Ibid., p.１５６.

（１４８）Ibid., pp.１５７～１６１.

（１４９）Ibid., p.１６３. またフェビアン派も独自の調査を実施した（Ibid., pp.１６６～１６９）。

（１５０）Ibid., p.１６５.

（１５１）Ibid., pp.１７４～１７６.

（１５２）Ibid., p.１２１.

（１５３）Asa Briggs, op. cit. pp.１１２～１２７. および，大和久悌一郎「戦争のための田園都市―グレトナ・タウン

シップとイーストリッグズ―」『西洋史学』２１７号（２００５年）。軍需省は１９１５年５月から，スコットラン

ド最南のソルウェイ湾岸において巨大な爆薬工場の建設を開始し，近隣にその工場で働く労働者のための

住宅都市としてグレトナ・タウンシップとイーストリッグズを建設しようとした。この都市計画と住宅設

計を任されたのは，ニュー・イヤーズウィックやハムステッド田園郊外の設計を手がけたレイモンド・ア

ンウィンであった。

（１５４）ピーズ家の人々については，山本通『近代英国実業家たちの世界―資本主義とクエイカー派―』同文

舘，１９９４年，１７５～１７９頁とM. W. Kirby, Men of Business and Politics, London,１９８４を参照されたい。

（１５５）Packer, Ian ed., The Letters of Arnold Stephenson Rowntree to Mary Katherine Rowntree, 1910～1918 ,

Cambridge,２００２. pp.１７～１９. なお，１９１６年末の自由党のロイド＝ジョージ派とアスキス派への分裂の後，

アーノルド・スティーブンスン・ラウントリーは，アスキス派に所属した。

（１５６）Ibid., p.２３０.

（１５７）Ian Packer, The Letters of Arnold S. Rowntree, &c. p.２３０.

（１５８）P. B., Johnson, Land Fit for Heroes : The Planning of British Reconstruction, 1916～1919 , Chicago,

１９６８. pp.２,８.

（１５９）Ibid. pp.１０～１８.

（１６０）Ibid. pp.１８～２５.

（１６１）Ibid. p.３６.

（１６２）Ibid. pp.４０～４７.

（１６３）Ibid. pp.４８～５３.

（１６４）「田園都市・都市計画協会の元会長のソールズベリ卿が［第四］小専門委員団 panelのメンバーで

あったことは，偶然ではなく，不適切でもなかった」Ibid. p.６０. 第四小専門委員団は，左と右の政治党派

の大物を擁しており，強力であった。

（１６５）ベアトリス・ウェッブによれば，救貧行政は現行のように，救貧法の下で救貧法委員 Guardiansが管

理するのではなく，保険委員会が管理する公衆衛生法によって，管理されるべきである。救貧法の廃止を

提案したウェッブらの報告書は１９１８年５月に印刷されたが，救貧法委員 Guardiansはその後１２年間も居
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座った。Ibid. pp.４７,８０～８５.

（１６６）John Burnett, op. cit., p.２２０.

（１６７）Johnson, op. cit., pp.６０～６５; Briggs, op. cit., pp.１３６～１４１.

（１６８）P. B., Johnson, op. cit., pp.５９～６０.

（１６９）Ibid. p.６６.

（１７０）Ibid. pp.７３～７７.

（１７１）P. B., Johnson, op. cit., pp.８７～９５,１０７.

（１７２）Briggs, op. cit., p.１４０.

（１７３）チューダー・ウォルターズ委員会の報告については，Mark Swenarton, Homes Fit for Heroes, chapter

５を参照せよ。

（１７４）Ibid., pp.７７～８１.

（１７５）Seebohm Rowntree, ‘Prospects and Tasks of Social Reconstruction’ Contemporary Review , Vol. cxv.

January,１９１９. p.１.

（１７６）Ibid. p.５.

（１７７）Mark Swenarton, pp.８１～８５.

（１７８）Michael Daunton ed., Councillors and Tenants : local authority housing in English cities, 1919～1939 ,

Leicester,１９８４. 深沢和子・島浩二訳『公営住宅の実験』ドメス出版，１９８８年，７１頁。Burnett, op . cit . p.

２２６.

（１７９）P. B., Johnson, op. cit., pp.４１９～４２１.

（１８０）Ibid. pp.４２３～４２５.

（１８１）Ibid. p. ４１８. ところで，小玉徹は「１９１６年に召集された戦後再建委員会には，B・ウェッブを含む３

人のフェビアン社会主義者が参画した。（住宅建設計画の）公共セクター主導への転換をリードし，法案

作成にまで関与したのは，B・ウェッブを中心としたフェビアン社会主義者たちであった」と言う（小

玉・大場・檜谷・平山『欧米の住宅政策』３６頁）。ユニークな説であるが，私はこれを支持しない。論拠

は次のとおり。まず，B・ウェッブを含む３人のフェビアン社会主義者が参画したのは，１９１７年２月に召

集されて，同年８月に事実上無意味となったロイド＝ジョージ再建委員会だけであった。しかも，彼らは

直接的には住宅問題の検討に参加しなかった。むしろ我々は，住宅建設計画の公共セクター主導への転換

が，シーボーム・ラウントリーやアディソンのような新自由主義者のみならず，ベアトリス・ウェッブの
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